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建築改修工事特記仕様書Ⅰ

建築改修工事特記仕様書Ⅱ

工事概要、特記事項、配置図

１階 全体平面図

平面詳細図（改修後）

平面詳細図（改修前）

土間解体範囲図、ＥＶピット平面詳細図

既存 断面詳細図、展開図（改修前）

展開図（改修後）

建具表、解体範囲図、雑詳細図

仮設計画図
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電灯設備（照明） １・２階平面図

電灯設備（コンセント） １・２階平面図

弱電設備 １・２階平面図
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カーテンウォール詳細図

ＥＶ ピット、１階平面図

ＥＶ断面図、仕様要項

ＥＶ ２階平面図、仕様

ＥＶ 頂部見上げ図、断面図

ＥＶ 伏図、軸組図

ＥＶ 詳細図

電気設備改修工事　特記仕様書

電灯・動力設備（ＥＬＶ電源） １・２階平面図

機械設備工事 平面詳細図（改修後）

（株）小畑設計事務所



特記仕様書は、本特記仕様書の他、以下　　印のものを適用する。

２．

１．

　　工事概要

工 事 名

工事場所

用途地域等３． 都市計画区域（・ 内　　・ 外）

防火地域等（　・防火　・準防火　・法第２２条指定地域　・指定なし）

その他の地域・区域（　　　　　　　　　　　　　　）

秋田県秋田市新屋大川町１２－３

４．主要用途 大　学

５．敷地面積

６．その他の条件 垂直積雪量（ｍ）　１．０

地表面用度区分　・Ⅰ　・Ⅱ　・Ⅲ

（対象棟・工事種別・改修部位等）

建築面積

延床面積

構　　造

階　　数

棟

　　建築改修工事仕様書

１．共通仕様

　図面および特記仕様に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築

２．特記仕様書の適用等

(1)項目は、番号に　　　印のついたものを適用する。

　印と　　印が付いた場合は、共に適用する。

(2)特記事項は、　　印の付いたものを適用する。　　印が付かない場合は、　が付いたものを適用する。※

※

(3)特記事項に記載の（　）および（　）内表示番号は、それぞれ公共建築改修工事標準仕様書（建築工事

３．特記仕様書の範囲

・建築工事特記仕様書　・電気設備改修工事特記仕様書　　・機械設備改修工事特記仕様書

７．改修内容

　風速（ＶＯ）・３０　・３２　・３４

章 項　　　目 特　　記　　事　　項

（ＣＯＲＩＮＳ）への登録

※建築工事監督実施要領（秋田県建設交通部監修）（平成１６年版）

※建築工事施工管理要領（一般財団法人公共建築協会）（平成２６年改訂版）

２　工事実績情報サ－ビス

１　 適　用　基　準　等

３　工 事 の 余 裕 期 間

４　工　 事　 写　 真

・適用する（・発注者指定方式　・任意着手方式）　　 ※適用しない

適用する場合は、別に定める「余裕期間に係る特記事項」によること。

工事中、完成時ともカラ－写真とする。

着　工　前

工　事　中

完　成　時

分　　  類 規　　　格

サ－ビス版

サ－ビス版

サ－ビス版

原義添付用 サ－ビス版

キャビネ版

撮　影　箇　所

工事写真の撮り方　建築編

提出部数

工事写真の撮り方　建築編

工事写真の撮り方　建築編

監督員の指示による

着工時・完成時のダイジェスト版

この表のほか監督職員が必要と認め、指示した箇所および部数とする。

また、上記の写真はデジタル写真も可とし、その仕様等は監督員の指示による。

（１．１．４）

５　概　成　工　期 工事期限より（　　　）日前 （１．２．１）

６　電気保安技術者 （１．３．３）

７　施　工　条　件 ・　指示による

１　　部

１　　部

１　　部

１　　部

（１．３．５）

・　工事補足説明事項

関連工事による施工時期の調整 ・　有（内容　　　　　　　　） ・　無

施工時期・時間の制限 ※　指定しない ・（内容　　　　　　　　　　）　　　　

部位別施工順序 ※　指定しない ・　図示による

工事用車両の駐車場所

資材置場所

関係機関等との協議の未成立事項 ・　有（内容　　　　　　　）　・　無　　

・　有（図示による）　・　無

・　有（図示による）　・　無

関係機関等との協議結果 ・　有（内容　　　　　　　）　・　無　　

現場代理人 ・　兼務を認める　・　兼務を認めない

（常駐義務の緩和の要件を満たす場合）

８　施工中の安全確保 ※「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定（平成９年度建設省告示

（１．３．７）第1536号）」に基づき、指定された建設機械を使用する。

※「建設機械に関する技術指針（平成３年建設省通知第247号）」に基づき、

指定された排出ガス対策型建設機械を使用する。 （１．３．７）

９　発生材の処理等 ・特定建設資材廃棄物の再資源化が必要な発生材 （１．３．12）

建設発生土

コンクリ－ト塊

アスファルト塊

建設発生木材

再資源化等をする施設名・住所・搬出距離(km)

・契約前の協議による。　・施工計画書等への記載による。

・契約前の協議による。　・施工計画書等への記載による。

・契約前の協議による。　・施工計画書等への記載による。

・契約前の協議による。　・施工計画書等への記載による。

章 項　　　目 特　　記　　事　　項

・特定建設資材廃棄物以外の発生材の処理

処分施設の名称・住所・搬出距離(km)

上記以外の発生材 ・施工計画書等への記載による。

（１．３．12）

・引き渡しを要するもの（　　　　　　　　　　　） （１．３．12）

・現場再利用発生材（　　　　　　　　　　　　　） （１．３．12）

種　　  類

種　　  類

・特別管理濃度廃棄物（・　有　・　無　　　　　） （１．３．12）

アスベスト含有建材　（　　・　有　　・　無）

受入施設名　　秋田県環境保全センタ－　「所在地：大仙市協和上淀川」

・飛散アスベストの使用状況

室　　　名 使用部位 詳細（厚さ等） その他

９　発生材の処理等 ・非飛散性アスベスト成形板の使用状況

室　　　名 使用部位 詳細（厚さ等） その他

１
　
一
　
般
　
共
　
通
　
事
　
項

※本工事で発生する建設廃棄物のうち、県内の最終処分場に搬入する建設廃棄物

については、秋田県産業廃棄物税が課税されるので適正に処理するものとする。

・秋田県建設副産物対策に係る取扱要領に基づき、工事着手前に再生資源利用計画

書および再生資源利用促進計画書を、また、工事完成時に同計画書の実施書を

監督に提出するものとする。

10　交通安全管理 関係機関との協議

・　必要（関係機関：　　　　　　　　　　　）　・　必要なし（１．３．９）

交通誘導員　・　配置する（・警備法第18条に規定する特定の警備業務）・任意

11　事故報告 工事施工中に事故、災害が発生した場合は、直ちに監督員に通報するとともに、

事故の全容が判明次第、指示する事故報告書により速やかに監督員に提出すること。

12　既存部分の処置 既存部分の養生　　　・　必要（養生部分：　　　）　・　必要なし

（１．３．13)

（１．３．10）

13  建築材料等

２　エコマ－ク認定製品（公財）日本環境協会

３　秋田県認定リサイクル製品

４　建築材料・設備機材等品質性能評価事業建築材料等評価名簿（最新年版）

（（一社）公共建築協会）（以下「評価名簿」という。）に記載の製品

５　以下の①～⑥の事項を満たす材料製造業者等が製造した材料

①品質および性能に関する試験デ－タを整理していること。

②生産施設および品質の管理を適切に行っていること。

③定期的な供給が可能であること。

⑤製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。

④法令等で定める許可、認定又は免許を取得していること。

⑥販売、保守等の営業体制が整えられていること。

　なお、５の材料を使用する場合は、設計図書に定める品質及び性能を

１　ＪＩＳおよびＪＡＳマ－ク表示のある材料

編）および公共建築工事標準仕様書（建築工事編）の当該項目、当該図面又は当該表を示す。

規則第20号）および秋田県公安委員会告示第144号（平成18年10月６日）による。

特定の種別の警備業務は、警備員等の検定等に関する規則平成17年国家公安委員会

・　配備しない

14　化学物質を放散する

建　築　材　料　等

15　特別な材料の工法 建築改修工事標準仕様書に記載されていない特殊な材料の工法は、材料製造所の

指定する工法によるものとする。

16　施工調査

成果品

調査図・一覧表

調査図・一覧表

施工管理図目視・実測

目視・打診

目視・実測

除去部分すべて

屋上防水面すべて

外壁面すべて

調査項目

アスベスト除去面積

外壁クラック等

屋上防水浮き面積

施工数量調査

調査範囲 調査方法

・既存部分の破壊を行った場合の補修方法は、図示による。

17　技　能　士

18　見本施工

・実施する（実施する部位：　　　　　　　　　）　　・実施しない

章 項　　　目 特　　記　　事　　項

19　化学物質の濃度測定 次の室の揮発性有機化合物等の室内濃度を測定し、厚生労働省の定める指針値

以下であることを確認し、監督職員に報告すること。

※測定対象化合物質：ホルムアルデヒヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン

、スチレン

測定箇所数　全　　　箇所　（測定対象室は、監督員の指示による。）

また、すべての測定箇所においてホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチ

ルベンゼンおよびスチレンの濃度を同時に測定する。

室の床面積Ａ(㎡) Ａ≦５０ 200＜Ａ≦50050＜Ａ≦200 500＜Ａ

１ ２ ３ ４ ５

・測定方法：測定は、バッシブ型採取機器を用いる。採取機器および採取要領に

ついては、監督職員の指示による。

20　技術検査等 ・中間検査　　工事検査員と協議のうえ、決定する。

・段階確認　　・実施する　　　・実施しない

21　完成図書等

提出する。

※引渡書類は、Ａ４クリアファイルに製本して　　部提出すること。

添付書類は受注後の協議（引き渡し書類目録）による。

22　電子納品等 ※電子納品対象工事 ・電子納品対象外工事

ＣＤ－Ｒ（監督職員提出用）　提出部数（　１　）部

た場合はこの限りでない。

受注者は、次により電子納品を行うものとする。ただし、監督職員の承諾があっ

が、解釈に疑義がある場合は監督職員と協議の上、電子化の是非を決定するものとする。

基づいて作成すること。特に記載のない事項については、電子デ－タを提出する義務はない

(2)電子デ－タは、「要領」に示されたファイルフォ－マットに基づいて作成すること。

(1)完成図書は、秋田市作成の「工事完成図書の電子納品等要領」（以下「要領」という。）に

23　設備工事との取合い

種　　別 電　気 機　械 建　築区　　　　分

補　　　強

防火戸

別途機器への接続

スリ－ブ

補　　　強

仮　　　枠

切込・補強

自動開閉装置

開閉装置・二次配線・操作スイッチ

二次配線

梁・床・壁貫通部分

壁埋め込み型器具類

天井埋め込み型器具類下地

電動シャッタ－・自動扉

墨　出　し

施工範囲　注）複数箇所に　●印のあるものは、各工事を適用する。

用途地域　（　第一種中高層住居専用地域　）

56,194.00㎡

※施工図

設備機器の位置、取合い等を検討できる総合図を提出し、監督職員の承認を受けること。

※適用する　　・適用しない

契約事項による契約不適合責任期間満了前に契約不適合点検を行うので受注者は立ち会うこと。

※本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

ると共に、次の(1)から(4)までを満たすものとする。

ティクルボ－ド、その他木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝

の区分に応じた材料を使用する。

(1)合板、木質系フロ－リング、構造用パネル、集成材単板複層材、ＭＤＦ，パ－

(2)接着剤および塗料は、トルエン、キシレンおよびエチルベンゼンの含有量が少な

い材料を使用する。

(3)接着剤は、可塑剤（フタル酸ジ－n－プチル及びフタル酸ジ－2－エチルヘキシル

等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く）が添付されていない材料を使用する。

デヒド、アセドアルデヒドオヨビスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない

材料を使用したものとする。

建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有す　

材、断熱材、塗料、仕上塗材は、アセトアルデヒトおよびスチレンを発散しない

又は発散が極めて少ない材料で設計図書に規定する「ホルムアルデヒトの放散量」

(4)(1)の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他什器類は、ホルムアル

外」とは次の①又は②に該当する材料を指し、同区分「第三種」とは

設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分において、「規制対象

次の③又は④

に該当する材料を指す。

①建築基準法施行令第20条の７第１項に定める第一種、第二種および第三種ホルムア

ルデヒド発散建築材料以外の材料

②建築基準法施行令第20条の７第４項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料

③建築基準法施行令第20条の７第１項に定める第三種ホルムアルデヒド発散建築材料

④建築基準法施行令第20条の７第３項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料

適用職種（一級・単一等級の特殊作業）

・塩化ビニ－ル系防水工事作業・セメント系防水工事作業・シ－リング防水工事作業

・改質アスファルトシ－トト－チ工法防水工事作業・ＦＲＰ防水工事作業）

石材施工（・石張り作業）タイル張り（・タイル張り作業）建築大工（・大工工事

作業）建築板金（・内外装材板金作業）左官（・左官工事）内装仕上げ施工（・鋼製

下地工事作業）サッシ施工（・ビル用サッシ施工作業）自動ドア施工（・自動ドア

・ボ－ド仕上げ工事作業）表装（・壁装作業）熱絶縁施工（・吹付けウレタンフォ－

ム断熱工事作業）内装仕上げ施工（・カ－テン工事作業）路面標示施工（・溶融ペイ

ントハンドマ－カ－工事作業・加熱ペイントマシンマ－カ－工事作業）造園（・造園

工事作業）

とび（・とび作業）鉄筋施工（・鉄筋組立作業）コンクリ－ト圧送施工（・コン

クリ－ト圧送工事作業）型枠施工（・型枠工事作業）鉄骨（・構造物鉄工作業）

ブロック建築（・コンクリ－トブロック工事作業）ＡＬＣパネル施工（・ＡＬＣ

パネル工事作業）防水施工（・アスファルト防水工事作業・ウレタンゴム系塗膜

防水工事作業・アクリルゴム系防水工事作業・合成ゴム系シ－ト防水工事作業

施工）ガラス施工（・ガラス工事作業）カ－テンウォ－ル施工（・金属製カ－テン

ウォ－ル工事作業）塗装（・建築塗装作業）内装仕上げ施工（・プラスチック系

床仕上げ工事作業・カ－ペット系床仕上げ工事作業・木質系床仕上げ工事作業

仕上がり程度の判断ができる見本施工の実施

のとし、以下のいずれかに該当するものとする。

※本工事に使用する材料は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するも

を監督員に提出して承諾を受けるものとする。

有することの証明となる資材又は、外部機関が発行する証明書の写し等

ものとし、同等品を使用する場合は監督員の承諾を受けること。

また、商品名等が記載された材料は、当該商品又は同等品を使用する

軽量鉄骨壁の機器取付け用の補強、機器吊ボルト用インサ－ト

機械室電気室等の設備機器の基礎、機械室電気室等の設備ピッ

ト（蓋含む）、自立型制御盤の基礎、自立型アンテナの基礎、

床点検口、天井点検口、消火水槽用マンホ－ル

実施時期等

２
　
仮
　
設
　
工
　
事

内部足場

24　契約不適合点検

25　法定外の労災保険

１　仮　　囲　　い

２　足場その他

・設けない・設ける（位置、種類、延長等は図示）

（２．２．１）

・脚立、足場板等　・階段仕上足場　・棚足場　・移動式足場　・その他

外部足場 （２．２．１）

・枠組足場　　　　　　　（・手すり先行工法　　・その他）

・くさび緊結式足場　　　（・手すり先行工法　　・その他）

・その他　（・移動式足場　　・高所作業車　　　・その他）

によるものとする。

月策定）により、設置については「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」

足場を設ける場合は、「手すり先行工法に関するガイドライン（厚生労働省平成21年４

防護シ－ト

材料の運搬 （２．２．１）

・設ける（・シ－ト　・ネット状シ－ト　・遮音シ－ト）　　　・設けない

・Ａ種　　・Ｂ種　　・Ｃ種　　・Ｄ種　　・Ｅ種

３　既存部分の養生 既存部分の養生　　・ビニ－ルシ－ト等　・（　　　　　　　　）（２．３．１）

既存家具等の養生　・ビニ－ルシ－ト等　・（　　　　　　　　）

備品、机、ロッカ－等の移動

・行う（図示）　　・行わない

既存ブラインド・カ－テン等養生および保管場所

・養生を行う　　・養生を行わない

養生の方法（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

保管場所　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

４　仮設間仕切り 仮設間仕切り　　・設ける　　・設けない （２．３．２）

仮設扉　　　　　・設ける　　　・設けない

・合板張り木製扉　　・アルミ製扉　（詳細は図示）

５　監督職員事務所 （２．４．１）

規模 ・10㎡程度 　・20㎡程度 　・35㎡程度 　・65㎡程度 　・100㎡程度

・受注者事務所の中に監督員用スペ－ス（　　　）　　程度確保する。㎡

機器、その他監督職員が指示するもの。

備品　　机、いす、書棚、黒板、ゴム長靴、雨合羽、保安帽、安全帯、令暖房

・設ける　　※設けない

※

縮小製本図

・工事着手時に設計図を２つ折製本としてＡ２縮小版　部、Ａ３縮小版　部を提出する。

６　工事用水および電力

工事用電力

工事用水　　構内既存の施設　・利用できる（・有償・無償）・利用できない

構内既存の施設　・利用できる（・有償・無償）・利用できない

章 項　　　目 特　　記　　事　　項

２
　
仮
　
設
　
工
　
事

７　工事表示板の設置 位置等　　監督職員が指示する位置に　１　か所

表示時期　工事着手時から完成時まで

表示板の形式

工　事　名　称

構造　・　規模

工　事　期　間

建　　築　　主

設　　計　　者

工 事 監 理 者

工 事 施 工 者

建　築　工　事　の　表　示

公立大学法人秋田公立美術大学　総務課　担当   　　　    TEL018－888－8100○○　○○

○○○○　○○○○○ 担当　○○　○○　TEL○○○-○○○-○○○○

注１　表示板は、風圧に耐えるよう配慮すること。

３　表示板の大きさ

× ×・２号　（横240cm　 縦120cm）

× ×・３号　（横360cm　 縦180cm）

・１号　（横180cm　 縦90cm）

２　地色は、マンセル記号１ＧＹ７．５／８とし黒文字（角ゴシック）で表現する。

※建設リサイクル法対象工事は、「届出（通知）済シ－ル」を建設業許可標識に貼付すること。

８　工　事　現　場　の

イ メ － ジ アッ プ

・行う　　※行わない

建物のイメ－ジがわかるようパ－ス等を活用して表示する。

（サイズ1,800×900　カラ－コピ－ラミネ－ト加工程度）

３
　
防
 
水
 
改
 
修
 
工
 
事

１　降雨等に対する養生 （３．１．３）

２　既存防水層の処理 （３．２．３）

・行わない

既存防水層の撤去　・行う（範囲・図示による　・　　　　　　）

・行わない

（３．２．４）

改修用ドレン ・設ける（ＰＯＡＳ．ＰＯＡＳＩ．ＰＯＤ．ＰＯＤＩ．ＰＯＳ．

ＰＯＳＩ．ＰＯＸ工法の場合、主防水材製造所の仕様による。

既存保護層の撤去　・行う（範囲・図示による　・　　　　　　）

・設けない（既存再利用）

既存下地の補修および処置

（３．２．５）

補修箇所の形状、長さ、数量等　・図示による （３．２．６）

既存露出防水層表面の仕上げ塗装の除去

　改修標仕３．１．３(５)(ア)～(ウ)による

・行う（・Ｍ４ＡＳ・Ｍ４ＡＳＩ・Ｍ４Ｃ・Ｍ４ＤＩ・Ｌ４Ｘ）

・行わない

既存保護層の補修および処置（ＰＯＳ工法およびＰＯＳＩ工法（機械的固定工法）

・既存保護層を撤去し防水層を非撤去とした立ち上がり部等の補修および処置

改修標仕３．２．６(4)（ウ）（ｇ）①～③による

架台回り等の処置　　　・図示による

３　アスファルト防水 屋根保護防水

防水層の種別

工　法 断熱材

・Ｐ２Ａ

・Ｐ１Ｂ

・Ｐ２ＡＩ

・Ａ－１

・Ａ－２

・Ａ－３

・Ｂ－１

・Ｂ－２

・Ｂ－３

・ＡＩ－１

・ＡＩ－２

・ＡＩ－３

・Ｐ１ＢＩ

・Ｔ１ＢＩ

・ＢＩ－１

・ＢＩ－２

・ＢＩ－３

種　別 施工箇所 立上がり部の保護絶縁用シ－ト

※ＪＩＳＡ952による押出法ポリ

スチレンフォ－ム断熱材３種

ｂＡ（スキン層付き）

（厚さ）

（材質）

・２５ｍｍ　・５０ｍｍ

※ポリエチレン

フイルム

厚さ0.15mm以上

※フラットヤ－ン

クロス７０ｇ／㎡程度

・乾式保護材

・コンクリ－ト押さえ

・れんが押さえ

・ＪＩＳＲ1250

(3.1.4)(3.3.2～5)

部分粘着層付き改質アスファルトル－フィングシ－トの種類及び厚さ

改質アスファルトル－フィングシ－トの種類および厚さ
※改修標仕　表３．３．３から表３．３．９による

※改修標仕　表３．３．３から表３．３．９による
平場の保護コンクリ－トの厚さ （３．３．５）

・こて仕上げ
・床タイル張り等の仕上げ ※水下　60mm以上

※水下　80mm以上

押え金物の材質および形状寸法 （３．３．２）

※図示　アルミニウム制Ｌ－30×15×2.0(mm)
コンクリ－トの仕上がりの平坦さ

種別　・ａ種　・ｂ種　・ｃ種　：改修標仕　表８．１．５による
屋上排水溝　・適用する（図示）　・適用しない （３．３．５）

屋根露出防水工法
防水層の種別

施工箇所工　法 種　別 断　熱　材
仕上げ塗料

・Ｍ４Ｃ ・Ｃ－１

・Ｃ－２

・Ｃ－３

・Ｃ－４

・Ｍ３Ｄ

・Ｐ０Ｄ

・Ｄ－１

・Ｄ－２

・Ｄ－３

・Ｄ－４

・Ｐ０ＤＩ

・Ｍ３ＤＩ

・Ｍ４ＤＩ

・ＤＩ－１

・ＤＩ－２

・

・製造所

の仕様

による

・

・製造所

の仕様

による

備　考

脱気装置

・設ける

・設けない

・設ける

・設けない

改修用ドレン

の仕様

による

・

・製造所

の仕様

による

・

・製造所

の仕様

による

・

・製造所

の仕様

による

・

・製造所

脱気装置

・設けない

・設ける

・設ける

改修用ドレン

・設けない

改修標仕３．３．２(9)

（ 種 類 ）・

・

（厚さ）・２５ｍｍ

・

種　類　 使用量

脱気装置の種類および設置数量

※アスファルトル－フィング類製造所の指示による
屋根露出防水絶縁断熱工法の断熱材

ル－フドレン回りおよび立ち上がり部周辺の断熱材の張りじまい位置

・図示による　・（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

章 項　　　目 特　　記　　事　　項

屋内防水

※　　その他（横90cm  　 縦45cm）

工　法 種　別

・Ｅ－１の工程３を行う部位　（・貯水槽、浴槽等常時水に接する部位　・　　　）

押え金物の材質および形状寸法

・図示　・アルミニウム製Ｌ－30×15×2.0(mm) ・

屋上排水溝　・適用する（図示）　・適用しない

シ － ト 防 水

防水層の種別

防水層の種別

・Ｐ１Ｅ

・Ｐ２Ｅ

・Ｅ－１

・Ｅ－２

備　考施工箇所

保護層
・設ける

・設けない

（３．１．４）（３．４．２，３）

種類 使用量
備考断熱材施工箇所種　別工　法

仕上げ材料

・Ｍ４ＡＳ ・ＡＳ－Ｔ１

・ＡＳ－Ｔ２

・ＡＳ－Ｊ２

・Ｍ３ＡＳ

・Ｐ０ＡＳ

・ＡＳ－Ｔ３

・ＡＳ－Ｔ４

・ＡＳ－Ｊ１

・ＡＳ－Ｊ３

(Ｐ０ＡＳ工法のみ)

・Ｍ３ＡＳＩ

・Ｍ４ＡＳＩ

・Ｐ０ＡＳＩ

・ＡＳＩ－Ｔ１

・ＡＳＩ－Ｊ１

改修標仕

３．４．２(３)(ウ）

（種類）　・

・

（厚さ）

・５０ｍｍ

・２５ｍｍ

の仕様

による

・製造所

・

による

・製造所

・

の指定
脱気装置

・設ける

・設けない

改修用ドレン

・設ける

・設けない

脱気装置

・設ける

・設けない

改修用ドレン

・設ける

・設けない

防湿層

・設ける

・設けない

・改修標仕　表３．４．１から３．４．３による

・改修標仕　表３．４．１から３．４．３による

屋根露出防水絶縁工法および屋根露出防水絶縁断熱工法の脱気装置の種類および設置数量

粘着層付改質アスファルトシ－トおよび部分粘着層付改質アスファルトシ－トの種類及び厚さ

改質アスファルトシ－トの種類および厚さ

※アスファルトル－フィング類製造所の指示による

押え金物の材質および形状寸法 （３．４．２）

※図示　・アルミニウム製Ｌ－３０×１５×２．０ｍｍ

５　合成高分子系ル－

フィングシ－ト防水

防水層の種別

工　法 種　別 断熱材 仕上げ材料

種類 使用量
備考施工箇所

（３．１．４）（３．５．２～４）

・Ｐ０Ｓ

・Ｓ４Ｓ

・Ｓ－Ｆ１

・Ｓ－Ｆ２

・Ｓ－Ｍ１

・Ｓ－Ｍ２

・Ｓ－Ｍ３

・Ｓ３Ｓ ・Ｓ－Ｆ１

・Ｓ－Ｆ２

・図示

・

・ＰＣ下地

・

・ＰＣ下地

・Ｍ４Ｓ ・Ｓ－Ｍ１

・Ｓ－Ｍ２

・Ｓ－Ｍ３

・Ｐ０ＳＩ

・Ｓ３ＳＩ

・Ｓ４ＳＩ

・Ｍ４ＳＩ

・ＳＩ－Ｆ１

・ＳＩ－Ｆ２

・ＳＩ－Ｍ１

・ＳＩ－Ｍ２

改修標仕

３．５．２(３)(エ)(ｂ)

（ 種 類 ）・

・

（厚さ）・
・

改修標仕

３．５．２(３)(エ)(ａ)

50mm

25mm

・

・

・ 25mm

（ 種 類 ）

（厚さ）
・ 50mm

の仕様

による

・製造所

・

の仕様

による

・製造所

・

・設けない

改修用ドレン

・設ける

脱気装置

・設けない

・設ける

・設けない

脱気装置

・設ける

・設けない

脱気装置

・設ける

・設けない

改修用ドレン

・設ける

脱気装置

・設けない

・設ける

・Ｓ－Ｍ２の場合で立ち上がりが接着工法の場合

防水層の種別

屋内防水

種　別 施工箇所 平場のモルタル塗り

塗り厚さ 工　法

保　護　層

・床塗り工法

・下地モルタル塗り

・７ｍｍ以下

・

・・Ｓ－Ｃ１

立上がり部の保護モルタル塗り厚さ

㎡

絶縁シ－トの材質
・発泡ポリエチレンシ－ト　　・（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・（　　　　　　　　　　　　　）

固定金具の材質および寸法形状
・厚さ0.4mm以上で防錆処理した鋼板、ステンレス鋼板およびそれらの片面又は両面に樹脂
を積層加工した鋼板

・（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
脱気装置の種類および設置数量
・ル－フィングシ－ト製造所の指定による　・（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

接着工法の目地処理　ＰＣ下地の場合　・（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

床塗りの場合の床の目地
目地割り　・２　　程度　最大目地間隔３ｍ程度　・（　　　　　　　　　　　　　）
目地の種類　・押し目地　・（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

ル－フィングシ－トの種類および厚さ
・改修標仕　表３．５．１から表３．５．３による

ＰＣコンクリ－ト部材の入隅部の増張り（種別Ｓ－Ｆ１、Ｓ１－Ｆ１の場合）
・行う（・図示　・　　　　　　　　　　）　　　・行わない

機械的固定工法の場合の一般部のル－フィングシ－トの張り付け
建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法

４　改質アスファルト

・　適用する ※　適用しない

※完成図面（竣工図・施工図）は２つ折製本としてＡ１版１部、Ａ３縮小版１部を

１

改修工事標準仕様書（建築工事編）（令和４年版）、「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（令和４

年版）」および「建築物解体共通仕様書（令和４年版）による。

※営繕工事写真撮影要領（国土交通大臣官房官庁営繕部整備課）（令和３年版）

※適用する ・適用しない（１．７．２）

（１．６．２）

（１．６．３）

（１．９．１）

（１．８．２）

（１．７．９）

（１．７．５）

（２．４．１）

※　適用する　・　適用しない

工 事 監 督 員

建 築 改 修 工 事 特 記 仕 様 書 Ⅰ

（アスベスト定性・定量分析調査資料別途有する）

ビニ－ルシ－ト等

（未定・外注委託の場合に記入）

 公立大学法人秋田公立美術大学　理事長　北郷　悟

 株式会社　小畑設計事務所

・絶縁工法（水抜き付き）

立ち上がり面のシ－ト厚さ　・1.5mm 　・2.0mm

・防湿用フィルム　・設置する　・設置しない

一級建築士事務所　　秋田県知事登録　第 24-10A-0887 号

秋田公立美術大学 図書館エレベーター設置工事

管理建築士　一級建築士大臣登録　第 125961 号　　小林 昌則
図 面 名 称

工 事 名 称 設計年月日 縮 尺 図 面 番 号

秋田市山王三丁目1-7 東ｶﾝﾋﾞﾙ　    TEL018-863-0136

株 式 会 社 小 畑 設 計 事 務 所
＜特記事項＞

2026.3建築改修工事特記仕様書 Ⅰ Ａ－０１

秋田公立美術大学 図書館エレベーター設置工事

（大型資材搬入時　：　1人・日）

・Ａ種　　・Ｂ種　　・Ｃ種　　　（　・　詳細は図示）　　

 秋田公立美術大学 図書館エレベーター設置工事

 令和　８年　５月　　日　～　令和　９年　３月　　日

図書館出入口　１箇所



・適用する

簡易気密型ドアセット　　・適用しない

２　下 地 調 整 剤

３　中性化防止工法

４　仕上げ塗材仕上げ

4-2

章 項　　　目 特　　記　　事　　項 章 項　　　目 特　　記　　事　　項 章 項　　　目 特　　記　　事　　項 章 項　　　目 特　　記　　事　　項章 項　　　目 特　　記　　事　　項

３
　
防
 
水
 改
 
修
 工
 
事

６　塗装防水 防水層の種別

工　法 種　別 施工箇所
仕上げ塗料

・設けない

・設ける

脱気装置

・設ける

・設けない

改修用ドレン

備　考
使用量種　類

・Ｐ０Ｘ ・Ｘ－１

・

・Ｌ４Ｘ ・Ｘ－２

・

・設けない

脱気装置

・設ける

・Ｐ１Ｙ ・Ｙ－２

・Ｐ２Ｙ ・Ｙ－２

・設ける

・設けない

・設ける

・設けない

保護層

保護層

・

・

ウレタンゴム系塗膜防水Ｘ－１（絶縁工法）の脱気装置の種類および設置数量

・主材料製造所の指定による

（３．６．２．３）

７　シ－リング シ－リング改造工法の種類

・シ－リング充填工法

・シ－リング再充填工法

・拡幅シ－リング再充填工法

・ブレッジ工法　・ボンドブレ－カ－張り　・適用する　　・適用しない
・エッジング材張り　　　・適用する　　・適用しない

シ－リング材の種類、施工箇所

（３．７．２．３．７．８）

下表以外は、改修標仕　表３．７．１による

施工箇所 シ－リング材の種類（記号）

防水押さえ金物回り 変成シリコ－ン系　２成分形（ＭＳ－２）

シ－リング材の目地寸法

・改修標仕　３．７．３(1)(ア)～(ウ)　・（　　　　　　　）

シ－リング材の接着性試験
・実施する　　・簡易接着性試験　　・引張り接着性試験

　実施しない　試験成績書により、監督職員の承諾を受けて省略※

８　と　　い といその他の材種

・配管用鋼管（ＳＧＰ－白）　　・硬質塩化ビニル管（ＶＰ）　・ル－フドレイン

（３．８．２．３）

・ステンレス鋼管（ＪＩＳ　Ｇ　4305）　　・ステンレス鋼管（雨樋用既製品）

ル－フドレンの材質その他

　材　　種種　　別　　　 張掛け幅

ろく屋根用（・縦型　・横型）

バルコニ－用

バルコニ－中継用

・100mm以上

・ 50mm以上

・100mm以上

・ 50mm以上

・100mm以上

・ 50mm以上

・

・

・

とい受け金物および足金物

材種および形状　 ※改修標仕３．８．２により溶融亜鉛メッキを行ったもの
・（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

多雪地域の軒といの取付間隔　・適用する　　・適用しない
※Ｆ☆☆☆☆　　・（　　　　　　　　　　　　　）

既存のといその他の撤去および降雨等に対する養生方法 ※図示　　・（　　　　　　　　　　）

防露材のホルムアルデヒド放散量　

鋼管製とい防露巻 ※改修標準仕様書　表３．８．４による　　・（　　　　　　　　　　　）

たてどい受け金物の取付 ※図示　　・（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

ル－フドレンの取付け ※改修標準仕様書　表３．８．３(8)による　　・（　　　　　　）

種類　・オ－プン形式 （※図示　・押出250形　・押出300形　・押出350形）　（３．９．２．３）９　アルミニウム製笠木

・板材折り曲げ形（・オ－プン形式　・シ－ル形式）

本体幅（　　）mm　板厚（※２．０mm  ・　　　mm）
表面処理　　種別（　　　　　　種）
既存笠木等の撤去　　・行う（範囲　・図示　　　・　　　　　　　　　）

・行わない

下地補修の工法　　　　図示 ・（　　　　　　　　　　　　　　　）※

板材折り曲げ形笠木の取付方法　　　　図示　　・（　　　　　　　　　　　）※

建築基準法に基づき定まる風圧力および積雪荷重に対応した工法等

※図示　　・（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

１０　施　工　票 ・屋根防水工事完了後、仕様、施工業者名、完成年月日を記載した施工票を監督職員の支持

する位置に取り付ける。

完成年月日

仕　　　様　　　　

施　工　者
125mm程度

85
mm

程
度

4-1 １　ひび割れ部改修工法 ・樹脂注入工法

ひび割れ幅（mm） 注入口間隔（mm） 注入量（ｍＬ／㎡）

・0.2以上～1.0以下 ※200～300

・機械式エポキシ樹脂注入工法
・手動式エポキシ樹脂注入工法

※自動式低圧エポキシ樹脂注入工法
・ ・

・

・

・

工法の種類

エポキシ樹脂 ・低粘土形　　　　　・中粘土形

注入状況の確認方法　　・コアの抜き取りを行う　　・行わない

抜取り個数　　　　長さ500ｍごと及びその端数につき１個※ ・（　　　　　　　　　　）

外
壁
工
事（

コ
ン
ク
リ
｜
ト
打
ち
放
し
仕
上
げ
外
壁
改
修）

抜取り部の補修方法　　　　　　図示　　・（　　　　　　　　　　　　　　　）

・Ｕカットシ－ル材充填工法

・シ－リング材

※

充填材料　　１成分形又は２成分形ポリウレタン系 ・（　　　　　　　　）※

ポリマ－セメントモルタルの充填　　・行う　　　・行わない

・シ－ル工法

・パテ状エポキシ樹脂

・可とう性エポキシ樹脂

・ ・

２　欠損部改修工法 ※充填工法 （４．１．４）（４．２．２）（４．３．７）

外
壁
改
修
工
事（

モ
ル
タ
ル
塗
り
仕
上
げ
外
壁
改
修）

１　ひび割れ部改修工法 ・樹脂注入工法 （４．１．４）（４．２．２）（４．３．５～７））

（４．１．４）（４．２．２）（４．３．４～６）

ひび割れ幅（mm） 注入口間隔（mm） 注入量（ｍＬ／㎡）

・0.2以上～1.0以下 ※200～300

・機械式エポキシ樹脂注入工法
・手動式エポキシ樹脂注入工法

※自動式低圧エポキシ樹脂注入工法
・ ・

・

・

・

工法の種類

・ ・

エポキシ樹脂 ・低粘土形　　　　　・中粘土形

注入状況の確認方法　　・コアの抜き取りを行う　　・行わない

抜取り個数　　　　長さ500ｍごと及びその端数につき１個※ ・（　　　　　　　　　　）

抜取り部の補修方法　　　　　　図示　　・（　　　　　　　　　　　　　　　）

・Ｕカットシ－ル材充填工法

・シ－リング材

※

充填材料　　１成分形又は２成分形ポリウレタン系 ・（　　　　　　　　）※

ポリマ－セメントモルタルの充填　　・行う　　　・行わない

可とう性エポキシ樹脂

・シ－ル工法

・パテ状エポキシ樹脂

・可とう性エポキシ樹脂

（４．１．４）（４．２．２）（４．３．８）

・エポキシ樹脂モルタル　　　・ポリマ－セメントモルタル

（４．１．４）（４．２．２）（４．４．９）

仕上厚又は全塗厚が25mmを超える場合の処置　　　図示　　　・（　　　　　　　）

既製目地材　　　・使用する（形状　　　　　）　　・使用しない

※充填工法

・エポキシ樹脂モルタル　　　・ポリマ－セメントモルタル

・モルタル塗替え工法

※

２　欠損部改修工法

３　浮き部改修工法 （４．１．４）（４．２．２）（４．４．10～15）

・アンカ－ピンニング

部分エポキシ樹脂注入工法

・アンカ－ピンニング

全面エポキシ樹脂注入工法

・アンカ－ピンニング

注入口の箇所数

（箇所／　　）

一般部一般部 指定部 指定部

アンカ－ピン
の本数（本／　　）㎡ ㎡

・注入口付アンカ－ピンニング

部分エポキシ樹脂注入工法

・注入口付アンカ－ピンニング
全面エポキシ樹脂注入工法

・注入口付アンカ－ピンニング
全面ポリマ－セメントスラリ－注入工法

・充填工法

・モルタル塗替え工法

注入量

（ｍＬ／孔）
工　　法

全面ポリマ－セメントスラリ－注入工法

※ ※ ※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

※

※

※

※

※

※

※

※

－ －

－ － － － －
－ － － － －

１６

１６

１６

１６ １６

１６

２５ ２５

２５

２５

２５

１３

１３

９

９

９ ９

９

２０

２０

２０

２０

１２

１２ ５０

５０

－ －

アンカ－ピン

注入入口付アンカ－ピン

※ステンレス鋼（403)呼び径６ｍｍ程度

※ステンレス鋼（403)呼び径４ｍｍの丸棒で全ネジキリ加工したもの

充填工法　・エポキシ樹脂モルタル　　・ポリマ－セメントモルタル

モルタル塗換え工法 （４．２．２）（４．４．９）

既製目地材　　・使用する（形状　　　　　　　）　　・使用しない

材料　　　　　・現場調合材料　　　　　　　　　　　・既調合材料（　　　　　　　）

仕上厚又は全塗厚が２５ｍｍを超える場合の処置　　　　図示　　　・（　　　　　　　）※

4-3

外
壁
改
修
工
事（

塗
り
仕
上
げ
外
壁
等
改
修）

１　既存塗膜等の除去

下　 地　 処　 理

お よ び 下 地 調 整

工　　　法 処理範囲 下地面の補修

※サンダ－工法

・高圧水洗工法

・塗膜はく離剤工法

・水洗い工法

・サンダ－工法、高圧水洗工法、塗膜はく離剤

※図示

・既存仕上げ面全体

※図示

・既存仕上げ面全体

※図示

・既存仕上げ面全体

※図示

工法の処理範囲は外の既存仕上げ面全体

・欠損部改修工法

・浮き部改修工法

・ひび割れ部改修工法

（４．６．３）

※下地調整塗材　　・ポリマ－セメントモルタル

※中性化防止工法の仕様および範囲は図示による

・改修工事範囲について、アルカリ性付与材塗布を行う

・改修工事範囲について、アルカリ性付与材塗布および防錆セメントしごきを行う

・中性化防止工法は行わない

建物内部に使用する塗材のホルムアルデヒド放散量 （4.1.5)(4.2.2)(4.6.5)

※Ｆ☆☆☆☆　　・（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

新規仕上塗材の種類

種　類 呼び名 仕上げの形状及び工法等

薄付け

仕上塗材

厚付け

仕上塗材

複　層

仕上塗材

可とう形

改修用

仕上塗材

・外装薄塗材（Ｓ）

・可とう形外装薄塗材（Ｓ）

・外装薄塗材Ｅ

・可とう形外装薄塗材Ｅ

・防水形外薄装塗材Ｅ

・外装薄塗材Ｓ

防火材料

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・外装厚塗材Ｃ

・外装厚塗材（Ｓ）

・外装厚塗材Ｅ

・複層塗材ＣＥ

・複層塗材Ｓｉ

・複層塗材Ｅ

・複層塗材ＲＥ

・可とう形複層塗材ＣＥ

・防水形複層塗材ＣＥ

※防水形複層塗材Ｅ

・防水形複層塗材ＲＥ

・可とう形改修塗材Ｅ

・可とう形改修塗材ＲＥ

・可とう形改修塗材ＣＥ

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・砂壁状

・ゆず肌状（　・吹き付け　・ロ－ラ－塗り）

・さざ波状

・平たん状

・凹凸状（　・吹き付け　・コテ塗り）

・着色骨材砂壁状（　・吹き付け　・コテ塗り）

・吹放し　・凸部処理　・平たん状

・凹凸状　・引き起こし　・かき落とし

上塗り材　・適用する　・適用しない

・ゆず肌状　　・凸部処理　・凹凸状

耐候性　※耐候形３種　・（　　　　　　）

上塗り材

溶媒 ※水系　　・溶剤系　　・弱溶剤系

※アクリル系　・シリコン系

※つやあり　　・つやなし

・メタリック

樹脂

外観

色彩 ※１色　　・２色　　・３色

・平たん状　　・さざ波状　　・ゆず肌状

耐候性　※耐候形３種　・（　　　　　　）

上塗り材

溶媒

※アクリル系　・シリコン系

※つやあり　　・つやなし

・メタリック

樹脂

外観

色彩 ※１色　　・２色　　・３色

※水系　　・溶剤系　　・弱溶剤系

５　マスチック塗材塗り 種別　　・Ａ種　　・Ｂ種 （４．１．５）（４．７．２）

（４．１．５）（４．２．２）（４．８．２）

５
　
建
具
改
修
工
事

５　外壁用塗膜防水材塗り 外壁用塗膜防水塗り

仕上の形状（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

工法　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

外壁用仕上塗材の耐候性 ※ＪＩＳ　Ａ6909の耐候性１種相当

下地挙動緩衝材の適用　　　・適用する　　　・適用しない

・吹付工法の模様材の種類　

所要量　　　　　　　㎏／㎡

外壁用仕上塗材の種類 ・

所要量　　　　　　　㎏／㎡

・かぶせ工法　　　・撤去工法 （５．１．３）

新規に建具を設ける場合

壁部分の開口の開け方　　　図示　　・（　　　　　　　　　　　　　　　　）

新規建具周辺の補修方法および範囲　　　図示　　　・（　　　　　　　　　　　　　　　）※

・

１　改 修 工 法

２　防　火　戸 ・適用する　適用箇所（・建具表による　・　　　　　　　　　　　　　） （５．１．４）

・適用しない

ヒュ－ズ装置、熱感知器又は煙感知器との連動

・連動させる（・建具表による　・　　　　　　　）　　・連動させない

３　見本の製作等 建具見本の製作　　　　・行う（建具符号：　　　　　　　　　　　） （５．１．５）

・行わない

建具見本の程度 ・工事に使用するものとして、あらかじめ製作する

・納まり等が分かる程度のもの

特殊な建具の仮組　　　・行う（建具符号　　　　　　　　　　　）

・行わない

４　防犯建物部品 ・適用する　適用箇所（・建具表による　　　・　　　　　　　） （５．１．７）

・適用しない

５　アルミニウム製建具 性能等級 （５．２．２～５）

外部に面する建具

・Ａ種（建具符号：　・建具表による　　　・　　　　　　）

・Ｂ種（建具符号：　・建具表による　　　・　　　　　　）

・Ｃ種（建具符号：　・建具表による　　　・　　　　　　）

枠の見込み寸法　　　　・建具表による

防音ドア　・防音サッシ　　遮音性の等級（・　　　　）

断熱ドア　・断熱サッシ　　断熱性の等級（・　　　　）

耐震ドア　面内変形追随性の等級（・　　　　　　　　）

表面処理

外部に面する建具 ・ＢＢ－１種　　・ＢＢ－２種

着色（・ア－バン　・ブロンズ　・ブラック系　・ステンカラ－）

屋内の建具

着色（・ア－バン　・ブロンズ　・ブラック系　・ステンカラ－）

・ＢＣ－１種　　・ＢＣ－２種

ステンレス鋼板 ※ＳＵＳ304、ＳＵＳ430ＪＩＬ又はＳＵＳ443ＪＩ　　　・

結露水の処理方法　　　・図示　　　 ・

水切り板、ぜん板　　　 ・図示 ・

網戸等

防虫網

材　種 編　目

※合成樹脂製

・ガラス繊維入り合成樹脂

・ステンレス（ＳＵＳ316）製

線　径

※０．２５ｍｍ以上 ※１６～１８メッシュ

・・

６　樹脂製建具 性能等級 （５．２．２）（５．３．２～５）

外部に面する建具

・Ａ種（建具符号：・建具表による　　・　　　　　）

・Ｂ種（建具符号：・建具表による　　・　　　　　）

・Ｃ種（建具符号：・建具表による　　・　　　　　）

枠の見込み寸法　　　・建具表による

断熱ドア　　・断熱サッシ　断熱性の等級（・Ｈ－４　・Ｈ－５　・Ｈ－６　・　　　　）

防音ドア　　・防音サッシ　遮音性の等級（・Ｔ－１　・Ｔ－２　・　　　　　　　　　）

ガラス

表面色　　　　　　　　　※標準色　　・特注色

水切り板、ぜん板　　　  ・図示

※複層ガラス

７　鋼 製 建 具 （５．２．２）（５．４．２～５）

・適用する（建具符号：・建具表による　　・　　　　）

外部に面する建具の耐風圧性

・Ｓ－４（建具符号：　・建具表による　　・　　　　　　　）

・Ｓ－５（建具符号：　・建具表による　　・　　　　　　　）

・Ｓ－６（建具符号：　・建具表による　　・　　　　　　　）

防音ドア　　・防音サッシ　　遮音性の等級（・　　　　　　　）　

断熱ドア　　・断熱サッシ　　断熱性の等級（・　　　　　　　）　

耐震ドア　　面内変形追随性の等級（・　　　　　　　　　　　）

ステンレス鋼板 ※ＳＵＳ304、ＳＵＳ430ＪＩＬ又はＳＵＳ443ＪＩ　　　・

８　鋼製軽量建具 簡易気密型ドアセット　　・適用しない （５．２．２）（５．５．２～５）

・適用する（建具符号：・建具表による　　・　　　　）

防音ドア　　・防音サッシ　　遮音性の等級（・　　　　　　　）　

断熱ドア　　・断熱サッシ　　断熱性の等級（・　　　　　　　）　

耐震ドア　　面内変形追随性の等級（・　　　　　　　　　　　）

鋼板の種類　　　・亜鉛メッキ鋼板　　・ビニル被服鋼板

・カラ－鋼板　　　　・ステンレス鋼板

鋼板の厚さ　　※改修標仕　表５．５．１による　・（　　ｍｍ）

ステンレス鋼板 ※ＳＵＳ304、ＳＵＳ430ＪＩＬ又はＳＵＳ443ＪＩ　　　・

召合せ、縦小口包み板等の材質 ※鋼板　　・（　　　　　　　）

９　ステンレス製建具 簡易気密型ドアセット　　・適用しない （５．２．２）（５．４．２）（５．６．２～５）

・適用する（建具符号：・建具表による　　・　　　　）

外部に面する建具の耐風圧性

・Ｓ－４（建具符号：　・建具表による　　・　　　　　　　）

・Ｓ－５（建具符号：　・建具表による　　・　　　　　　　）

・Ｓ－６（建具符号：　・建具表による　　・　　　　　　　）

防音ドア　　・防音サッシ　　遮音性の等級（・　　　　　　　）　

断熱ドア　　・断熱サッシ　　断熱性の等級（・　　　　　　　）　

耐震ドア　　面内変形追随性の等級（・　　　　　　　　　　　）

ステンレス鋼板 ※ＳＵＳ304、ＳＵＳ430ＪＩＬ又はＳＵＳ443ＪＩ　　　

表面の仕上げ　　※ＨＬ仕上げ　　・鏡面仕上げ　　・アクリル樹脂エナメル焼付け

鋼板の曲げ加工　　・普通曲げ　　※角出し曲げ

１０　建 具 金 物

金属製建具用丁番の枚数および大きさ

金物の種類および見掛り部の材質等

樹脂製建具用丁番の枚数および大きさ

握り玉およびレバ－ハンドル、押板類、クレセント等の取付位置　　　　　　　・建具表による

鍵　マスタ－キ－

・ 既存のマスタ－キ－に合わせる

・ 製作しない

・ 各室３本１組その他の鍵

鍵箱　　　 ・ 有　　　　・ 無

引き戸用駆動装置

多機能トイレ出入り口引き戸用駆動装置

引き戸用検出装置

戸の開閉方式 ※図示による　　　 ・建具表による

引き戸用検出装置の種類

凍結防止装置　　・適用する（適用箇所は建具表による）　　・ 適用しない

１２　木　製　建　具 建具材の含水率 ・Ａ種　※Ｂ種　・Ｃ種

表面材の合板および接着剤のホルムアルデヒド放散量 ※Ｆ☆☆☆☆ ・第三種

かまち戸　　かまち樹脂（　　　） 鏡板樹脂（　　　） 建築標仕（16．７．２～４）

見込み寸法　　・建具表による ※３６ｍｍ

ふすま 張りの種別　　・Ⅰ型 ・Ⅱ型 建築標仕（16．７．２～４）

上張り（押入等の裏側以外）　　・鳥の子　　・新鳥の子程度又はビニ－ル紙程度

縁仕上げ　 ・塗り縁　 ・生地縁（素地） 　・生地縁（ウレタンクリア－塗装）

見込み寸法　　　・建具表による　　※１９．５ｍｍ

戸ふすま

紙張り障子 見込み寸法　　　・建具表による　　※３０ｍｍ

見込み寸法　　　・建具表による　　※３０ｍｍ

枠およびくつずりの材料 ・建具表による　　

フラッシュ戸 ※図示による　　・下表による 建築標仕（16．７．３）

規格等合板の種類

普通合板

天然木化粧合板

特殊加工化粧合板

表面の樹種

生地・透明塗料塗り（※ラワン合板程度・　　　　）

表面材の厚さ（mm）

不透明塗料塗り （※しな合板程度　・　　　　）

樹種（　　　　　　　　　）

化粧加工の方法（・オ－バ－レイ ・プリント ・塗装）

※２．５以上

※３．２以上

※２．４以上

１１　自動ドア開閉装置

建築標仕（16．７．２）

・外壁用防火シャッタ－　耐風圧強度（　　　　　）Ｎ／㎡

種類　　・管理用シャッタ－　　　耐風圧強度（　　　　　）Ｎ／㎡

・屋内用防火シャッタ－

・防煙シャッタ－

開閉方式による種類 ※上部電動式（手動併用）　　　・上部手動式

二重チェ－ン、急降下制動装置、急降下停止装置を設けた電動シャッタ－の設置箇所

※図示による

障害物感知装置を設けた電動シャッタ－の設置箇所 ※図示による

屋内用防火シャッタ－もしくは防煙シャッタ－の危害防止機構　設置箇所 ※図示による

シャッタ－ケ－ス（防火、防煙以外の場合）　・設ける　　・設けない

スラットおよびシャッタ－ケ－ス用鋼板の材質

メッキの付着量

鋼板の種類　　　・亜鉛メッキ鋼板および鋼帯（ＪＩＳ　Ｇ 3302）

・塗装溶融亜鉛メッキ鋼板及び鋼帯（ＪＩＳ　Ｇ　３３１２）

※Ｚ１２又はＦ１２　　・（　　　　　　　　　　　）

開閉形式 ※手動式　　・上部電動式（手動併用式）

耐風圧強度（　　　　　）Ｎ／㎡

障害物感知装置を設けた電動シャッタ－の設置箇所 ※図示による

スラットの材質

・塗装溶融亜鉛メッキ鋼板および鋼帯（ＪＩＳ　Ｇ　３３１２）

メッキの付着量

※ＡＺ９０

※Ｚ０６又はＦ０６

・塗装溶融５５％アルミニウム－亜鉛合金メッキ鋼板および鋼帯（ＪＩＳ　Ｇ　３３２２）

メッキの付着量

スラット形状　　　・インタ－ロッキング形　　・オ－バ－ラッピング形

セクション材料による区分

※スチ－ルタイプ

・アルミニウムタイプ

・ファイバ－グラスタイプ

耐風圧区分

・１２５

・１００

・　７５

・　５０

開閉機能

※バランス式

・チェ－ン式

・電動式

収納形式

・スタンダ－ド形

・ロ－ヘッド型

・ハイリフト形

・バ－チカル形

ガイドレ－ル

・ステンレス鋼板

※溶融亜鉛メッキ鋼板

※SUS304、SUS430Ｊ１Ｌ又はSUS443Ｊ１

・

１５　軽量シャッタ－

１６　オ－バ－ヘッドドア

１４　重量シャッタ－

１３　自閉式上吊引戸装置

※建具の製造所の仕様による

板ガラス　品種、厚さによる種類 ※図示による

複層ガラス　材料板ガラスの種類および厚さの組合せ並びに複層ガラスの厚さ ※図示による

断熱性による区分

日射取得性、日射者遮蔽性による区分

乾燥気体の種類

・（　　　　　　　　）

・空気　　　・アルゴン

・（　　　　　　　　）

・

ガラスの留め材および溝の大きさ

建具の種類 ガラスの留め材 ガラスの溝の大きさ

アルミニウム製建具

樹脂製建具

・シ－リング材

・ガスケット

・グレイチングチャンネル形

鋼製建具

鋼製軽量建具

・シ－リング材

・

・

・図示による

・

※建具の製造所の仕様による

※建具の製造所の仕様による

・図示による

・図示による

・

・

・シ－リング材

・

・

ステンレス製建具

１７　ガ　ラ　ス

※防火戸のガラスの留め材は、建築基準法に基づく指定又は認定を受けた条件による。

１８　ガラスブロック

表面

形状 平積み 曲面積み

目地幅(mm)

正方形

呼び寸法(mm) 厚さ(mm) 伸縮調整目地(mm)
クリア 乳　白

色調

・125×125 ・ 80

・ 95

・125

・125

・320×320

・ 95

・ 95

・ 80

・ 95

※８～15

・15～25
・160×160

・200×200

外側

※15以下

・・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・

・

・

・

内側

※６以上

・

・

※６ｍ以下ごとに

幅10～25

・図示

・

・250×125

・320×160

長方形

壁用金属枠および補強材　　形状 ※図示

力骨　　材質 ※ステンレス鋼（SUS304)

寸法 ※径　5.5mm

形状 ※はしご形状複筋および単筋

化粧目地モルタルの色（　　　　　　　　　）

金属製化粧カバ－　　材質　　・ステンレス製　　・アルミニウム製

寸法　　・図示　　 ・

形状　　 ・図示 ・

工法　　建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法（　　　　　　　　　　）

目地部の横力骨の納まり

※ガラスブロック製造所の仕様による　　　・図示

・

・

・

６
　
内
装
改
修
工
事

１　改　修　範　囲 既存間仕切り壁撤去に伴う当該壁の取り合う天井、壁および床の改修範囲 （６．１．３）

※壁厚程度とし、既存仕上げに準じた仕上を行う　　・図示

天井内の既存壁の撤去に伴う当該壁の取り合う天井の改修範囲

※壁面より両側 600mm程度とし、既存仕上げに準じた仕上を行う　　　・図示

既存天井の撤去に伴う取り合い部の壁面の改修

※既存のまま　　　・図示

ビニ－ル床シ－ト等の除去

並びに下地補修

２　既存床の撤去 （６．２．２）

合成樹脂塗装床の除却方法

・機械的除却工法　　・目荒し工法

改修後の床の清掃範囲

・当該室全体　　　・図示の範囲

並びに下地補修

３　既存壁の撤去 間仕切り壁撤去に伴う他の構造体の補修 （６．３．２）

※改修標仕４．４．９によるモルタル塗り　　　・図示

４　木下地等の表面仕上げ （６．５．１）

機械加工

手　加工

・Ａ種（超自動機械かんな掛け仕上げ）　

・Ｂ種（自動機械かんな掛け仕上げ）　

・Ｃ種サンダ－掛け仕上げ

・Ｈ－Ａ種

・Ｈ－Ｂ種

・Ｈ－Ｃ種

種　　　別 施工箇所

内部造作材

下地材

５　製　　材 ※木材は、原則として県産材を使用する。 （６．５．２）

・下地用

針葉樹製材

・造作用

針葉樹製材（板材）

等　級

・造作用

針葉樹製材（角材）

・広葉樹製材

・図示による

・

樹種・寸法・形状

・図示による

・

※２級

・

※上小節（見掛り）

・

・図示による

・図示による

・

・

・

・

※１等

保存処理適用箇所

※Ａ種（15％以下）

・Ｂ種（20％以下）

※Ａ種（15％以下）

・Ｂ種（18％以下）

※10％以下

種　別 含水率

小節以上（それ以外）

・ＪＡＳ規格品

種　別 樹　種 材面の品質 適用箇所含水率防虫処理

・下地材

・仕上げ材

・造作材
※Ａ種

・Ｂ種

・
・適用する

・適用しない

※Ａ種（15％以下）

・Ｂ種（20％以下）

※Ａ種（15％以下）

・Ｂ種（18％以下）

６　造作用集成材 ホルムアルデヒド放散量 ※Ｆ☆☆☆☆ （６．５．２）

・ＪＡＳ規格品

種　別 見付け材面積

・造作用集成材

・化粧ばり

造作用集成材

・化粧ばり

造作用集成材

・図示による

・

樹種・寸法 見付け材面の品質 化粧合板の厚さ 適用箇所

※１等

・

※１等

・

種　別 樹種・寸法 見付け材面積 含水率 適用箇所

・造作用集成材

・化粧ばり

造作用集成材

造作用集成材

・化粧ばり

・図示による

・

※15％以下

・

※15％以下

※15％以下

・

・

７　造作用単板積層材 ホルムアリデヒド放散量 ※Ｆ☆☆☆☆ （６．５．２）

厚　さ 表面の化粧加工 適用箇所

・有り
・天然木化粧加工

・塗装加工

・なし（等級：　　　　）

・適用する

・適用しない

・ＪＡＳ規格品

・ＪＡＳ規格品以外

厚　さ 表面の化粧加工 防虫処理 適用箇所含水率

防虫処理

・有り
・天然木化粧加工

・塗装加工

・なし（等級：　　　　）
・適用しない

※14％以下

・

ホルムアリデヒド放散量 ※Ｆ☆☆☆☆ （６．５．２）

・普通合板

厚　さ 適用箇所

・

※5.5ｍｍ

単板の樹種名 接着の程度

※第１類

・

・広葉樹

（※２等以上・　　　）

・針葉樹

板面の品質 防虫処理

・適用する

・適用しない

・構造用合板

等級 適用箇所

※２級

以上

※12mm

・

・

厚　さ 単板の樹種名接着の程度

※第１類

・

板面の品質

・

防虫処理

・適用する

・適用しない

強度等級

・適用する

・適用しない

（　　　）

８　床張り用合板等

・ＪＡＳ規格品以外

化粧薄板の厚さ

（※Ｃ－Ｄ以上・　　）

※Ｃ－Ｄ以上

・仕上げ材のみ（接着剤とも）　・下地モルタルとも（・図示の範囲　・撤去範囲すべて）

※改修標仕　表５．８．１による　　・　　　　　（５．８．１～４）

※改修標仕　表５．８．２による　　・　　　　　

※改修標仕　表５．８．３による　　・　　　　　

（５．９．２．３）

性能値　　※改修標仕　表５．９．１～２による

性能値　　・改修標仕　表５．９．２による

性能値　　※改修標仕　表５．９．３による

※改修標仕　表５．９．４による

性能　　※改修標仕　表５．１０．１による （５．１０．３）

（５．１１．２．３）

（５．１２．２～４）

（５．１３．２．３）

（５．１４．２～４）

（５．１４．５）

※製作する（図書館側１本）製作範囲は監督職員の指示による

建 築 改 修 工 事 特 記 仕 様 書 Ⅱ

一級建築士事務所　　秋田県知事登録　第 24-10A-0887 号

秋田公立美術大学 図書館エレベーター設置工事・残土処分は敷き均し、締め固めをすること。

管理建築士　一級建築士大臣登録　第 125961 号　　小林 昌則
図 面 名 称

工 事 名 称 設計年月日 縮 尺 図 面 番 号

秋田市山王三丁目1-7 東ｶﾝﾋﾞﾙ　    TEL018-863-0136

株 式 会 社 小 畑 設 計 事 務 所
＜特記事項＞

2026.3建築改修工事特記仕様書 Ⅱ Ａ－０２
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工　事　概　要

工　事　場　所

発　　注　　者

工　事　内　容

秋田市新屋大川町１２－３

図書館

N

＜特記事項＞
図 面 番 号縮 尺工 事 名 称

図 面 名 称

設計年月日

Ａ－０３

小 畑 設 計 事 務 所株 式 会 社

秋田市山王三丁目1-7 東ｶﾝﾋﾞﾙ　    TEL018-863-0136

管理建築士　一級建築士大臣登録　第 125961 号　　小林 昌則
一級建築士事務所　　秋田県知事登録　第 24-10A-0887 号

附属高等学院

管理棟

実習棟

公立大学法人秋田公立美術大学　　理事長　 北 郷　悟

(A1)1/600

(A3)1/1200
工事概要、特記事項、配置図

配　置  図　 　Ｓ＝１：６００

2026.3

秋田公立美術大学　図書館ＥＶ設置工事

秋田公立美術大学　図書館ＥＶ設置工事

( 凡  例 )

：本工事対象建物を示す。

   　発生材の処理：コンクリート塊・建築発生材・その他の廃棄物～秋田県認定の建設副産物処理場へ処理する事。　

特　記　事　項

２） 工事上，撤去，移設，を要する軽微なものは本工事の範囲内とする。

３） 本工事に関しては，仮設計画書及び施工計画書を提出し，係員の承認を得た上で着工するものとする。

５） 工事範囲外を破損等した場合は，原状復旧とする。

６） 発生材等はすべて場外搬出処分とする。

７） 現場の状況を十分把握の上施工（積算）する事。

１） 特記以外は国土交通省大臣官房官庁営繕部監修建築工事共通仕様書（令和４年度版）による。

４） 工事区域内で危険と思われる箇所には，シート及びロープ等で災害防止に努め工事車輌等の出入り、資材搬入に際しては誘導員を配して安全確保に努めるものとする。

８） 本工事の解体に関わる仕上げ材等はアスベスト調査の結果全て不検出。

１０） １Ｆ、２Ｆ閲覧室の床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄを取外し、再貼り付けには新しいﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄを15%程度見込む。

１１） １Ｆ床コンクリート解体時は粉塵等を工事範囲外に発散しないよう養生し、負圧除塵装置を使用すること。

１２） ＥＶピット部根切り時は、一部簡易土留めを施工のこと。（ｺﾝﾊﾟﾈ、木杭等）

１３） ＥＶピット底地盤改良 ： ジオセット 200 程度

・図書館棟の閲覧室吹抜け部に乗用エレベーターを１基設置する。 （11人乗り 車椅子仕様、二方向出入口）

９） 既存ＳＳＤ－１を取外し後、吊り下げレール等を利用し防犯用仮設扉（錠付き）を設置する。 （ﾗﾜﾝ合板 t5.5  W2,680xH2,400程度）

・エレベーター設置に伴う昇降路取付、取合い部分の仕上げ、電気設備、機械設備の改修。

・ＢＤＳゲート（１通路） 磁気式無断持ち出し検知システム  BP3030-2   1ｾｯﾄ・ユニバーサルフラッパーゲート EP-UFGN  1ｾｯﾄ

・ハイチェア閲覧席  W1800xD700xH1000   3台 ＜電源切り離し、電源配線（ｹｰﾌﾞﾙ、ﾓｰﾙ、ｹｰﾌﾞﾙｶﾞｲﾄﾞ共）＞

・書架  W900xD340xH1640   3連 ・木製書棚   8台 ・雑誌棚  W1860xD450xH1940   2台 ・複式書架  W900xD840xH2500   7連

（入退館ゲート メーカー ： ＩＤＥＣ）

１４） ＥＶピット内ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系塗膜防水施工（平場、立上り共）

１５） ＥＶ昇降路鉄骨取付け用樹脂アンカー ： 引張試験　3ヶ所

１６） 鉄骨防塵塗装（2回塗り）：素地ごしらえＣ種、JIS K 5674（ｸﾞﾚｰ）、現場組立後の傷補修箇所はタッチアップすること。

１７） アルミ天井点検口 600角（額縁タイプ）～　6ヶ所

１８） エントランスの「入退館ゲート」を取外し、指定場所へ移設する。また、本工事終了後に再設置すること。

１９） 図書館内の指定書棚を取外し、指定場所へ移設、本工事完了後に再設置すること（耐震作業共）。

２０） 工事用動力及び同用水等は一切施工者の負担とする。

２１） 工事上必要な諸官庁への手続き及び経費は、総て施工者の負担とする。



＜特記事項＞
小 畑 設 計 事 務 所株 式 会 社

秋田市山王三丁目1-7 東ｶﾝﾋﾞﾙ　    TEL018-863-0136

図 面 番 号縮 尺設計年月日工 事 名 称

図 面 名 称
管理建築士　一級建築士大臣登録　第 125961 号　　小林 昌則

秋田公立美術大学 図書館エレベーター設置工事

一級建築士事務所　　秋田県知事登録　第 24-10A-0887 号
2026.3
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１階全体平面図　　　　Ｓ＝１：１００
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＜入退館ゲート＞



＜特記事項＞
小 畑 設 計 事 務 所株 式 会 社

秋田市山王三丁目1-7 東ｶﾝﾋﾞﾙ　    TEL018-863-0136

図 面 番 号縮 尺設計年月日工 事 名 称

図 面 名 称
管理建築士　一級建築士大臣登録　第 125961 号　　小林 昌則

秋田公立美術大学 図書館エレベーター設置工事

一級建築士事務所　　秋田県知事登録　第 24-10A-0887 号
2026.3
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３ ３

：既存地中梁を示す。

( 凡  例 ) ( 凡  例 )

：既存ＲＦ梁を示す。

１階平面詳細図（改修前）　   Ｓ＝１：４０  ２階平面詳細図（改修前）　   Ｓ＝１：４０  

平 面 詳 細 図（改修前）

Ａ

Ｄ

Ｃ

Ｂ



＜特記事項＞
小 畑 設 計 事 務 所株 式 会 社

秋田市山王三丁目1-7 東ｶﾝﾋﾞﾙ　    TEL018-863-0136

図 面 番 号縮 尺設計年月日工 事 名 称

図 面 名 称
管理建築士　一級建築士大臣登録　第 125961 号　　小林 昌則

秋田公立美術大学 図書館エレベーター設置工事

一級建築士事務所　　秋田県知事登録　第 24-10A-0887 号 (A1)1/40

(A3)1/80
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１階平面詳細図（改修後）　   Ｓ＝１：４０  ２階平面詳細図（改修後）　   Ｓ＝１：４０  

平 面 詳 細 図（改修後）
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ＥＶピット平面詳細図　　   Ｓ＝１：４０  
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（ピット底 1FL-1,550）

4,000 4,000

50
0

5,830

38
5

 ：土間解体範囲
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エントランスホール
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閲覧室

（造作壁）

（造作壁解体）

１階 土間解体範囲図　 　  Ｓ＝１：４０  

※ スラブ t150 + スタイロフォーム t50 + 土間シート t0.15

+ 砂 t50 + 砕石 t60

（凡　例）
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小 畑 設 計 事 務 所株 式 会 社

秋田市山王三丁目1-7 東ｶﾝﾋﾞﾙ　    TEL018-863-0136

図 面 番 号縮 尺設計年月日工 事 名 称

図 面 名 称
管理建築士　一級建築士大臣登録　第 125961 号　　小林 昌則
一級建築士事務所　　秋田県知事登録　第 24-10A-0887 号

秋田公立美術大学 図書館エレベーター設置工事

(A1)1/40

(A3)1/80
土間解体範囲図、ＥＶピット 平面詳細図 2026.3 Ａ－０７

＜特記事項＞



壁～ＰＢ t12.5 VP（ＧＬ工法）（斜線部分）

既存手摺り子再利用

(400x800)（梁下 2FL+3,100）
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造作壁サイド：ＰＢ t12.5 VP
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手摺り新設

手摺り：ﾀﾓ集成材 φ60 OSCL L=1,320（既存撤去）
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＜特記事項＞
小 畑 設 計 事 務 所株 式 会 社

秋田市山王三丁目1-7 東ｶﾝﾋﾞﾙ　    TEL018-863-0136

図 面 番 号縮 尺設計年月日工 事 名 称

図 面 名 称
管理建築士　一級建築士大臣登録　第 125961 号　　小林 昌則

・残土処分は敷き均し、締め固めをすること。 秋田公立美術大学 図書館エレベーター設置工事

(A1)1/40

(A3)1/80

一級建築士事務所　　秋田県知事登録　第 24-10A-0887 号
2026.3既存 断面詳細図、展開図（改修前） Ａ－０８

閲覧室

閲覧室

閲覧室

エントランスホール

再取付 OSCL）
（集成材手摺り取外し

ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ t50

土間ｼｰﾄ t0.15

砂 t50

砕石 t60

（盛り土）

既存 断面詳細図、Ａ面展開図（改修前）　　　Ｓ＝１：４０

造作壁 Ｄ面展開図　　　Ｓ＝１：４０

造作壁サイド：ＰＢ t12.5 VP

コーナー材：50x50 VP

巾木：H=60 VP

造作壁（解体）
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＜特記事項＞
小 畑 設 計 事 務 所株 式 会 社

秋田市山王三丁目1-7 東ｶﾝﾋﾞﾙ　    TEL018-863-0136

図 面 番 号縮 尺設計年月日工 事 名 称

図 面 名 称
管理建築士　一級建築士大臣登録　第 125961 号　　小林 昌則

秋田公立美術大学 図書館エレベーター設置工事

(A1)1/40

(A3)1/80

一級建築士事務所　　秋田県知事登録　第 24-10A-0887 号
2026.3展開図（改修後）
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手摺り：ﾀﾓ集成材 φ60 OSCL L=1,320（既存撤去）

手摺り新設

手摺り新設 摺り子新設

4
,2

0
0

2
,6

0
0

1FL

2FL

2階天井高さ

Ａ－０９

Ｃ面 展開図（改修後）　　　Ｓ＝１：４０

Ｂ面 展開図（改修後）　　　Ｓ＝１：４０

２階Ｂ面 展開図（改修後）　Ｓ＝１：４０

閲覧室

閲覧室閲覧室

ｺｰﾅｰ材：50x50 AEP-G

造作壁（新設）

( 凡  例 )

：改修内容を示す。

（集成材手摺り取外し
再取付 OSCL）

既存手摺り子再利用、再塗装

ｺｰﾅｰ材：50x50 AEP-G 壁～ＰＢ t12.5 AEP-G（GL工法）

ｺｰﾅｰ材：50x50 AEP-G

ｺｰﾅｰ材：50x50 AEP-G

ｺｰﾅｰ材：50x50 AEP-G

ｺｰﾅｰ材：50x50 AEP-G

 巾木：H=60 AEP-G

回り縁：50x50 OSCL

壁、側面、天ﾊﾞ～ＰＢ t12.5 AEP-G

壁～ｼﾅ合板 t5.5 塗装品 目ｽｶｼ+PB t9.5（LGS 90型壁下地）

一部 100型壁下地）
壁～ｼﾅ合板 t5.5 塗装品 目ｽｶｼ+PB t9.5（LGS 90型壁下地、



FB-t21 21x45  ＯＰ塗装（錆止め塗装下地）

＜特記事項＞
小 畑 設 計 事 務 所株 式 会 社

秋田市山王三丁目1-7 東ｶﾝﾋﾞﾙ　    TEL018-863-0136

図 面 番 号縮 尺設計年月日工 事 名 称

図 面 名 称
管理建築士　一級建築士大臣登録　第 125961 号　　小林 昌則

秋田公立美術大学 図書館エレベーター設置工事

(A1)1/40

(A3)1/80

一級建築士事務所　　秋田県知事登録　第 24-10A-0887 号
2026.3
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（凡　例）

１階 鉄筋探査範囲　   Ｓ＝１：１００  
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 ： 鉄筋探査範囲を示す。
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FB3
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（吹き抜け）

閲覧室

G2
(400x700)
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２階 天井解体範囲　   Ｓ＝１：１００  

（凡　例）

（岩綿吸音板 t12 + PB t9.5 + LGS下地）

 ： 天井解体範囲を示す。

建具表、解体範囲図、雑詳細図
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FB-t24 45x100  ＯＰ塗装（錆止め塗装下地）
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集成材（赤ﾀﾓ）φ60 OSCL

２階 手摺り詳細図　   　Ｓ＝１：１０  
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 ： 既存床 タイルカーペット t6 取外しを示す。

（凡　例）

１階 タイルカーペット取外し範囲　   Ｓ＝１：１００  ２階 タイルカーペット取外し範囲　   Ｓ＝１：１００  
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※ 既存自動ドア：取外し、再取付（保管共、SSD-1はエンジン取外し共）

（ Ｓ＝１：５０）

FB-t21 21x45  ＯＰ塗装
（錆止め塗装下地）
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( 凡  例 )

：ＥＶﾋﾟｯﾄ内既存梁下ﾌｶｼを示す。

（Ｓ＝１：３０）
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（作業員 動線）

＜入退館ゲート一時移動予定場所＞

（ 凡  例 ）

： 工事関係者の動線を示す。

： 単管バリケードを示す。

： 壁 LGS W60 ＋ PB t9.5 ＋ 防音ｼｰﾄ（天井まで施工）

： 壁 LGS W60 ＋ PB t9.5 ＋ 防音ｼｰﾄ（天井まで施工）

： 枠組み足場 Ｗ900 ＋ PB t9.5 ＋ 防音ｼｰﾄ（天井まで施工）

： 吹抜け部天井組み 方立 LGS W100 2C ＋ LGS W65 @455 ＋ 防音ｼｰﾄ

 　※ 既存柱、壁に控え部材取付（撤去後ﾓﾙﾀﾙ補修）
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ブラケット取付のため、

ピット内の壁または梁は

最下階ＦＬ面まで立ち上

げて下さい（建築工事）

昇降路機器はピット底面・側面、

梁・壁（コンクリートの場合）に

あと施工アンカーにより取付を行います

（単位：ｋＮ）

背面側

No.01 No.01

手スリ 手スリ

車いす用

正操作盤
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昇降路平面図 （１／２０）

（ピット）
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昇降路平面図 （１／２０）

（１階）

Ｐ波地震感知器

Ｓ波地震感知器

レール下端部荷重（長期荷重）

Ｒ１（ｋＮ） Ｒ２（ｋＮ） Ｒ３（ｋＮ） Ｒ４（ｋＮ）

　３．６ ２３．４ ３６．１ ２６．３

Ｒ２Ｒ１

Ｒ３

Ｒ４

ピット荷重（短期荷重）

Ｐ１（ｋＮ） Ｐ２（ｋＮ）

７５．２ ６２．９

Ｐ１

Ｐ２

敷居間隔１０ｍｍ

点検用コンセント１００Ｖ１．０ＫＶＡ（電気工事）

（照明用ＡＣ１００Ｖとは別系統のこと）

ＥＶレール支持用ブラケットに作用する地震時水平荷重

Ｆｘ１ Ｆｙ１ Ｆｘ２ Ｆｙ２ Ｆｘ３ Ｆｙ３
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ＮＯ． ０１

注：上記矢印の地震時荷重により柱、梁などのたわみの合計が５ｍｍ以下と

　　なるよう部材を設計のこと。又、ねじれに対し強固に取付ること。

ａ１ ａ１

　塗膜防水仕上面

　（建築工事）

一般用押ボタン

車いす用押ボタン

乗場位置表示器

12
00

94
0

出
入
口

高
さ
21
00

25

出入口幅

900

点字注意名板

（最下階のみ）

No.01

出
入

口
芯

床仕上面

（ＥＶＦＬ）

1085

2400

635865

出入口幅

900

635865

1315

1085

1185

950

（既存）

（既存）

35

500

500

4000建築物の中心まで　8500 4000建築物の中心まで　8500

2400

1315

39
00

1185

40
0

195 195

39
00

20
45

83
9

18
55

130

83
9

2400

130

20
45

18
55

（既存）

20
0

10
0

19
5

窓

200 200

13
00

部材

記号
名　称 部　材 工事区分

ａ１
三方枠取付鋼材

（壁取付金物の昇降路内への突出不可）
［－１２５×６５×６×８ 建築工事
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乗場正面図 （１／２０）

（Ｎｏ．０１号機）

（１階　背面側）

ＥＶ ピット、１階平面図 Ａ－１３
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ブラケット取付のため、

ピット内の壁または梁は

最下階ＦＬ面まで立ち上

げて下さい（建築工事）

背面側

電話中継盤

正面側

昇降路内の温度は４０℃以下とする

昇降路頂部の煙感知器・熱感知器設備工事

ピット内点検用コンセント設備工事

接地線の昇降路内制御盤迄の引込工事

制御電源の昇降路内制御盤迄の引込工事（ＡＣ１相　１００Ｖ５０ＨＺ）

動力電源の昇降路内制御盤迄の引込工事（ＡＣ３相　２００Ｖ５０ＨＺ）

レール取付用鋼材の設置工事

各階出入口の敷居受け用持出し工事

各階の三方枠及び扉機構取付用鋼材の設置工事

ピット内防水仕上工事

乗場機器取付後の出入口まわりの壁及び床仕上工事

各階乗場床の機器取付用かき込み工事

各階出入口の穴あけ工事（押釦・位置表示器を含む）

昇降路頂部の揚重ビームの設置工事（２０ｋＮ）

昇降路の築造工事1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

14

15

エレベーター遠隔監視用配管・配線工事（ＭＤＦからエレベーター制御盤迄）16

17 火災発生時、ＯＮする無電圧接点の昇降路までの配管・配線工事

非常用インターホンの指定取付位置より昇降路迄の配管・配線工事

（指定取付場所　　　階　　　室）

12

13

18 かご内スピーカー用配管・配線工事

別　途　工　事　及　び　施　工　区　分　表 電気建築　 設備 本工事

かご内監視カメラ用配管・配線工事（５Ｃ－２Ｖ同軸ケーブル）

煙感知器

（電気工事）

昇降路頂部煙感知器設置例

煙感知器・点検ボックス（参考例） 矢視A-A

19

中間梁

（建築工事）

塗膜防水仕上面

（建築工事）

ピット点検用タラップ

（ＥＶ工事）

点検用コンセント　１００Ｖ　１．０ＫＶＡ （電気工事）

（照明用ＡＣ１００Ｖとは別系統のこと）

電源引込位置

（電気工事）

電話線配管配線工事（電気工事）

昇降路最上階制御盤から最寄りの電話中継盤まで

ＰＶＣ　０．６５－４Ｃ

Ｐ波地震感知器

Ｓ波地震感知器
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昇降路断面図 （１／３０）

（ＮＯ．０１）

ａ１

t

建物を設置する際、地下水の水位により昇降路ピットに湧き水等による

入水、結露が予想される場合、ピット防水（内防水）では効果がないので、　

別途止水対策（外防水等）を講じる事。
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込
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ス

カバープレート

埋込ボックス

注意ラベル
貼り付け

扉開閉検出スイッチ

取付板

煙感知器収容箱

固定ねじ

カバープレート

蝶番

カバープレート

煙感知器

A

スイッチ取付スペース２００×９０程度

１ｍｍ以上浮かないことかご投影面に重ならないこと

230

210

200

18
0

22
0

19
0

100以内※

押し込み量：5～6

10

A

※Ｂ形枠の場合は３０以内

30
00

揚重ビーム取付高さ

70
0

フェッシャープレート

（ＥＶ工事）

t

部材

記号
名　称 部　材 工事区分

ａ１
三方枠取付鋼材

（壁取付金物の昇降路内への突出不可）
［－１２５×６５ｘ６ｘ８ 建築工事

ｂ 敷居取付材 ［－１２５×６５×６×８ 建築工事

ｃ レールブラケット取付用ファスナー ＰＬ－ｔ１２ 建築工事

ｄ
レールブラケット取付用ファスナー兼

揚重ビーム取付用ファスナー
ＰＬ－ｔ１２ 建築工事

ｋ 揚重ビーム（据付後撤去） Ｈ－１００×１００×６×８ ＥＶ工事

ｍ ハンガーケース取付材 Ｌ－６５×６５×６ 建築工事

ｔ フェッシャープレート取付材 ［－１２５×６５×６×８ 建築工事

エレベーター仕様要項

分

類
仕様項目 ０１号機

基

本

仕

様

機種名称 三菱機械室レスエレベーター　ＡＸＩＥＺ－ＬＩＮＫｓ

用途 乗用

制御方式 可変電圧可変周波数制御（回生なし）

操作方式 乗合全自動方式（１Ｃ－２ＢＣ）

積載量 ７５０ｋｇ

定員 １１名

定格速度 ４５ｍ／ｍｉｎ

戸閉方式 ２枚戸両引き（ＣＯ）

出入口幅ｘ高さ ９００ｍｍｘ２１００ｍｍ

かご室サイズ（内法間口ｘ内法奥行ｘ内法高さ） １４００ｍｍｘ１３５０ｍｍｘ２３００ｍｍ

出入口方式 二方向出入口（１ドア２ゲート）

正面側停止数 １停止（２階）

背面側停止数 １停止（１階）

動力用電源 ＡＣ３φ－２００Ｖ－５０Ｈｚ

照明用電源 ＡＣ１φ－１００Ｖ－５０Ｈｚ

そ

の

他

基

本

仕

様

耐震設計施工指針耐震クラス クラスＡ１４

公共建築工事標準仕様　適用年版 令和７年版

出入口幅特殊（乗場） ２箇所

出入口幅特殊（かご） ２箇所

敷居間隔 １０ｍｍ

車いす仕様 制御機能付

視覚障がい者対応仕様 あり

地震時管制運転方式 Ｐ波＋Ｓ波センサ付３段設定（普通級）

停電時自動着床装置（ＭＥＬＤ） あり

かご内防犯カメラ エレベーター工事

乗

場

仕

様

乗場三方枠 大枠角形幕板なし　３５１ｍｍ～６００ｍｍ　ステンレスヘアライン（１階）

乗場三方枠 大枠角形幕板なし盤式インジケーター組込　３５１ｍｍ～６００ｍｍ　ステンレスヘアライン（２階）

乗場戸 鋼板塗装（メーカー標準色）（１－２階）

乗場戸窓 フロート合せガラス（２００ｍｍｘ１３００ｍｍ）段差なし（１－２階）

乗場敷居 アルミ製（１－２階）

乗場インジケーター 一体セグメントＬＥＤ（橙色）　ステンレスヘアライン（１－２階）

乗場インジケーター一体形ボタン クリスタルボタン（□３３・黄橙色ＬＥＤ）抗ウイルス・抗菌シート（１－２階）

車いす専用乗場ボタンプレート 一般用乗場ボタン一体形　ステンレスヘアライン（１－２階）

車いす専用乗場ボタン クリスタルボタン（□３３・黄橙色ＬＥＤ）抗ウイルス・抗菌シート（１－２階）

乗場休止スイッチ あり

乗場休止スイッチ取付位置 乗場インジ組込

ハンガーケースカバー あり（全階）

か

ご

室

仕

様

天井 ＣＬ２：ダウンライト（白色）　天井面材：化粧鋼板

側面壁 化粧鋼板

袖壁 ステンレスヘアライン

出入口上板 化粧鋼板

かご室戸 化粧鋼板

かご室戸窓 フロート合せガラス（２００ｍｍｘ１３００ｍｍ）段差なし

巾木 アルミ製

かご床 樹脂タイル２ｍｍ（三菱標準タイル）

かご室敷居 アルミ製　２枚戸両引き用

かご操作盤タイプ 袖壁操作盤

かご操作盤プレート ステンレスヘアライン

かごボタン クリスタルボタン（□３３・黄橙色ＬＥＤ）抗ウイルス・抗菌シート

正操作盤インジケータータイプ かご内液晶インジケーター（１０．１インチ）

かご操作盤液晶インジケーター表示言語 平常時（日英）、注意喚起（日英／中韓切替）、緊急時（日英中韓）

車いす専用かご操作盤 両側面　ステンレスヘアライン

車いす専用正かご操作盤インジケータータイプ ドットＬＥＤ（橙色）

車いす専用かごボタン クリスタルボタン（□３３・黄橙色ＬＥＤ）抗ウイルス・抗菌シート

かご室換気 ＤＣファン＋ヘルスエアー（ウイルス・菌・花粉抑制、脱臭、ＰＭ２．５集塵機能）

かご室手すり 丸形ステンレス　二面取付（両側面）

かご室鏡 上部平面鏡

キックプレート ステンレスヘアライン（ビスなし）高さ：床面より３５０ｍｍ

そ

の

他

仕

様

気配りドアセンサ あり

セーフティシュー 片側（マルチビームドアセンサー付き）

センシングドアシステム（ＴＯＦセンサ） 自動戸閉促進・乗場前検知挟まれ防止

点字名板取付方法 接着

おもり非常止め なし

火災時管制運転方式 火報信号連動式

冠水時管制運転 あり

インターホン型式 ６Ｖ１局

デジタルレコーダー エレベーター工事

かご内アナウンス かご内４ヵ国語アナウンス（通常時：日英、緊急時：日英中韓）

停電時自動着床装置アナウンス あり

かご室音響 かご室スピーカー

昇降路内機器カバー取付 対策あり（スタンダード　シースルーかご室）

昇降路機器塗色指定 当社基本色（グレー）

巻上機塗色指定 昇降路機器塗色同色（グレー）

高調波対策種類 ＤＣリアクトル（Ｋｉ＝１．８）

フェッシャープレート エレベーター手配（特殊）（１－２階）

レール支持方式 １フロア１ブラケット

煙感知器点検口スイッチ 正面側上部取付　【標準】

仮設動力電源 １式

・外部より点検可能な構造として下さい

・雨水浸入が無い様配慮下さい

・ＥＶ連動スイッチ付（ＥＶ工事）

・煙感知器はかご投影面にかからない位置として下さい

・点検口は下記①または②として下さい

　①ＥＶ昇降路専用品（スイッチ取付台座付き）（１）～（４）のいずれか

　　（１）ホーチキ　　　ＫＵＳ－１Ｂ

　　（２）能美防災　　　ＦＸＳＪ００１Ａ－ＨＵ

　　（３）ニッタン　　　ＮＩＤ－Ｔ－Ｇ

　　（４）パナソニック　ＢＶ９５３５１（ＢＯＸ）＋ＢＶ９５３８１Ｈ（扉）

　②以下２項目を満足する点検口　～「煙感知器・点検ボックス（参考例）」参照

　　（１）スイッチ取付スペース２００×９０程度確保できる。

　　（２）錠付または工具を必要とするネジ付きの蓋で、１ｍｍ以上浮かないこと。

一級建築士事務所　　秋田県知事登録　第 24-10A-0887 号

秋田公立美術大学 図書館エレベーター設置工事・残土処分は敷き均し、締め固めをすること。

管理建築士　一級建築士大臣登録　第 125961 号　　小林 昌則
図 面 名 称

工 事 名 称 設計年月日 縮 尺 図 面 番 号

秋田市山王三丁目1-7 東ｶﾝﾋﾞﾙ　    TEL018-863-0136

株 式 会 社 小 畑 設 計 事 務 所
＜特記事項＞

2026.3ＥＶ断面図、仕様要項
(A1)1/30

(A3)1/60
Ａ－１４



正面側

接地線サイズ電線サイズ
（＊）感度電流値

動作時間
電源側ＮＦ容量設備容量号機名

電源電圧

周波数
電動機容量

ｍ まで

ｍｍＡＴｋＶＡ
ｍＡ以上

秒以上
ｍｍ

ｍｍ

ｍｍ

ｍ

ｍ まで

まで
Ｖ

Ｈｚ
２

２

２

２０１
ＡＣ３φ２００

５０
　３．８ｋＷ ４ ４０

１００

０．２

　８２ 　　８

１４２ 　１４

２１６ 　２２

　３．５

（＊）電源側に漏電遮断器を設置する場合

高調波対策（高調波流出電流計算値）

回路分類
Ｐｉ台数高調波対策内容 機器名称

定格容量
６パルス等価

（kVA）

合計容量

細分Ｎｏ．
（kVA）

換算係数

６パルス

（Ｋｉ）

容量［Ki×Pi］

（kVA）

機器最大

稼働率

（％）

基本電流に対する高調波電流発生率Ｉｎ（％）

5次 7次 11次 13次 17次 19次 23次 25次

○

ノイズフィルタのみ

（標準）

DCリアクトル追加

（Ki=1.8相当）

０１号機

AXIEZ-LINKs(750kg-45m/min)
4.8 1 4.8

31 3.4 16.2 25 65 41 8.5 7.7 4.3 3.1 2.6 1.8

33 1.8 8.6 25 30 13 8.4 5 4.7 3.2 3 2.2

高圧または特別高圧需要家が高調波発生機器を新設、増設または更新する場合には「高圧または特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」への適用が求められます。

ガイドラインではその需要家から流出する高調波電流の上限値を定めており、超過する場合には何らかの対策を求められます。

※　各次数毎の高調波流出電流量は以下の計算により求めることができます。

各次数毎の高調波流出電流量（ｍA）＝ ×１０　×各次数毎の発生率Ⅰｎ（％）×機器最大稼働率ｋ（％）
合計容量Ｐｉ（ｋＶＡ）

受電電圧（ｋＶ）× √３

●制御盤まで放送スピーカー用配管・配線工事

０．９ｍｍ×１４本（φ２５）

１．２×３本　（電気工事）

●制御盤内まで火災時閉じる無電圧接点支給工事

（電気工事）

●電話回線

ＭＤＦからエレベーター制御盤へ

ＰＶＣ　０．６５　４Ｃ（１９）

（電気工事）

●外部インターホン取付位置（   ）迄の

配管・配線工事（電気工事）

照明用電源ＡＣ１φ１００Ｖ　５０Ｈｚ（設備容量１ｋＶＡ／台　電源側ＮＦ容量２０ＡＴ／台）
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昇降路平面図 （１／２０）

（２階）

敷居間隔１０ｍｍ

ｂ

ｃ

ｃ

ｃ

ａ１

ａ１

ｔｔ

100

635865

10
0

10
0

1315 1085

一般用押ボタン

車いす用押ボタン

乗場位置表示器

12
00

94
0

出
入

口
高

さ
21
00

25

出入口幅

900

No.01

出
入
口
芯

床仕上面

（ＥＶＦＬ）

1315

乗場正面図 （１／２０）

（Ｎｏ．０１号機）

（２階　正面側）

865635

1085

電源引込位置

（電気工事）

4000建築物の中心まで　8500

145

３

2400
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※ジョイント部分がファスナープレート

　と干渉します。

部材

記号
名　称 部　材 工事区分

ａ１
三方枠取付鋼材

（壁取付金物の昇降路内への突出不可）
［－１２５×６５×６×８ 建築工事

ａ２ 三方枠取付材 Ｌ－６５×６５×６ 建築工事

ｂ 敷居取付材 ［－１２５×６５×６×８ 建築工事

ｃ レールブラケット取付用ファスナー ＰＬ－ｔ１２ 建築工事

ｔ フェッシャープレート取付材 ［－１２５×６５×６×８ 建築工事

一級建築士事務所　　秋田県知事登録　第 24-10A-0887 号

秋田公立美術大学 図書館エレベーター設置工事・残土処分は敷き均し、締め固めをすること。

管理建築士　一級建築士大臣登録　第 125961 号　　小林 昌則
図 面 名 称

工 事 名 称 設計年月日 縮 尺 図 面 番 号

秋田市山王三丁目1-7 東ｶﾝﾋﾞﾙ　    TEL018-863-0136

株 式 会 社 小 畑 設 計 事 務 所
＜特記事項＞

2026.3ＥＶ ２階平面図、仕様
(A1)1/20

(A3)1/40
Ａ－１５



２階+３１００（梁下端）

２階+３３００（梁下端）

（４００ｘ８００）

（３５０ｘ６００）

２階+３２００（梁下端）

（４００ｘ７００）

Ｂ１

Ｇ１Ｇ２

Ｇ２
Ｇ１

Ｂ１

Ｇ３（４００ｘ６００）
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昇降路平面図 （１／２０）

（頂部見上げ図）
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※ジョイント部分がファスナープレート

　と干渉します。

部材

記号
名　称 部　材 工事区分

ｄ
レールブラケット取付用ファスナー兼

揚重ビーム取付用ファスナー
ＰＬ－ｔ１２ 建築工事

ｋ 揚重ビーム（据付後撤去） Ｈ－１００×１００×６×８ ＥＶ工事

一級建築士事務所　　秋田県知事登録　第 24-10A-0887 号

秋田公立美術大学 図書館エレベーター設置工事・残土処分は敷き均し、締め固めをすること。

(A3)1/1000

(A1)1/500

管理建築士　一級建築士大臣登録　第 125961 号　　小林 昌則
図 面 名 称

工 事 名 称 設計年月日 縮 尺 図 面 番 号

秋田市山王三丁目1-7 東ｶﾝﾋﾞﾙ　    TEL018-863-0136

株 式 会 社 小 畑 設 計 事 務 所
＜特記事項＞

2026.3ＥＶ 頂部見上げ図、断面図 Ａ－１６



担　当総　括 工 事 名 称

図 面 名 称

設計年月日 縮　　　尺 図 面 番 号株 式 会 社 小 畑 設 計 事 務 所

秋田市山王三丁目1-7 東ｶﾝﾋﾞﾙ　    TEL018-863-0136

管理建築士　一級建築士大臣登録　第 125961 号　　小林　昌則
一級建築士事務所　　秋田県知事登録　第 24-10A-0887 号

＜特記事項＞

・

・

・

・
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　　　　　構造設計一級建築士　第 000539 号　　原田　啓咲

秋田公立美術大学 図書館エレベーター設置工事
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１）　躯体コンクリートＦｃ＝２１Ｎ／ｍｍ　，ＳＬ＝１８ｃｍ

　　　捨てコンクリートＦｃ＝１８Ｎ／ｍｍ　，ＳＬ＝１５ｃｍ　　　
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特記なき限り 
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１）　Ｇ２５剛接合位置（Ｊ）は柱芯より５００の位置とする　　　

１）　Ｇ２５剛接合位置は柱芯より５００の位置とする　　　

Ｇ２５ Ｇ２５
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１）　躯体コンクリートＦｃ＝２１Ｎ／ｍｍ　，ＳＬ＝１８ｃｍ

　　　捨てコンクリートＦｃ＝１８Ｎ／ｍｍ　，ＳＬ＝１５ｃｍ　　　

２）　Ｇ２５剛接合位置（Ｊ）は柱芯より５００の位置とする　　　

３）　Ｂ．Ｌ＝１ＦＬ＋３０

2026.3



担　当総　括 工 事 名 称

図 面 名 称

設計年月日 縮　　　尺 図 面 番 号株 式 会 社 小 畑 設 計 事 務 所

秋田市山王三丁目1-7 東ｶﾝﾋﾞﾙ　    TEL018-863-0136

管理建築士　一級建築士大臣登録　第 125961 号　　小林　昌則
一級建築士事務所　　秋田県知事登録　第 24-10A-0887 号

＜特記事項＞

・

・

・

・
2026.2

構造設計　一級建築士大臣登録　第 137491 号
　　　　　構造設計一級建築士　第 000539 号　　原田　啓咲

秋田公立美術大学 図書館エレベーター設置工事

ＥＶ 詳細図
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(A3)1/60
S-02

柱
芯

Ｗ２０

Ｘ１

２，４００

Ｘ２

５００ ５００

Ｙ １ 　 通 り

柱
芯

柱
芯

Ｗ２０

Ｃ
Ｔ

－
１

５
０

×
１

５
０

×
６

．
５

×
９

ＳＮ４００Ｂ

Ｓ
Ｓ

４
０
０

２－Ｍ１６，（Ｌ＝１１０）

接着系アンカ－

２－Ｍ１６，（Ｌ＝１１０）

２－Ｍ１６，（Ｌ＝１１０）

接着系アンカ－

Ｈ．Ｔ．Ｂ

ＳＮ４００Ｂ

Ｙ１

２，０４５

Ｙ２

５００ ５００

Ｘ １ 　 通 り

４
，

２
０

０
３

，
０

０
０

１
，

５
５

０
２

０
０

１
，

０
５

０
５

０
０

ピ ッ ト 天 端

１）　躯体コンクリートＦｃ＝２１Ｎ／ｍｍ　，ＳＬ＝１８ｃｍ

　　　捨てコンクリートＦｃ＝１８Ｎ／ｍｍ　，ＳＬ＝１５ｃｍ　　　

２）　鉄筋　：　ＳＤ２９５　（Ｄ１０、Ｄ１３）

特記なき限り
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２）　スプライスプレートの材質は　Ｈ鋼母材と同質とする

３）　継手部のクリアランスは１０ｍｍ
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５）　表記Ｈ．Ｔ．Ｂ．はＳ１０Ｔとすること

６）　亜鉛メッキ材は下記とする

　　　Ｍ１６　→　Ｍ２０（Ｆ８Ｔ），　Ｍ２０　→　Ｍ２２（Ｆ８Ｔ）
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８）　大梁継手呼称は「ＳＣＳＳ－Ｈ９７鉄骨構造標準接合部Ｈ形鋼編」による

９）　小梁等のＲ．ＰＬはＧ．ＰＬと同等とする

Ｇ．ＰＬＲ．ＰＬ

特記なき限り

屋 根 ブ レ － ス

（砕石 C40 t150)

（地盤改良 t300)
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（ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ t50、捨ｺﾝ t150、土間ｼｰﾄ t0.15)
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＜特記事項＞
小 畑 設 計 事 務 所株 式 会 社

秋田市山王三丁目1-7 東ｶﾝﾋﾞﾙ　    TEL018-863-0136

図 面 番 号縮 尺設計年月日工 事 名 称

図 面 名 称
管理建築士　一級建築士大臣登録　第 125961 号　　小林 昌則
一級建築士事務所　　秋田県知事登録　第 24-10A-0887 号

2026.3
(A1)1/100

(A3)1/200
電気設備改修工事　特記仕様書 Ｅ－０１

※　本工事は、「秋田県営繕工事情報共有システム試行要領」に基づき

●防火戸閉鎖装置

●別途機器への接続 ●

地下埋設物の損

ついて

傷事故防止に
・　本工事は、「地下埋設物・架空線等上空施設の損傷防止マニュアル

　　災害等の事故防止対策を実施するものとする。

　　（営繕工事）（令和７年２月）秋田県建設部営繕課」により、公衆

・　本工事と近接する地下埋設物は以下のとおりである。

室 名 使用部位 詳細（厚さ等） その他

　関係機関との協議

　・必要（関係機関：　　　　　　　　）　　・必要なし
交通誘導員
　・配置する（・警備業法第１８条に規定する特定の種別の警備業務

　　　　　　　・任意）
　　（　　　　日×　　　人）
　・配置しない

特定の種別の警備業務は、警備員等の検定等に関する規則（平成１７
年国家公安委員会規則第２０号）及び秋田県公安委員会告示第９４号
（令和２年９月２９日）による。

発生材の処理

<1-1.9.1>

処分施設の名称・住所・搬出距離(Km)

<1-1.9.1>

再資源化等をする施設名・住所・搬出距離(Km)種 類

種 類

<1-1.9.1>

※「建設機械に関する技術指針（平成３年建設省通知第　247号）」に

※「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定（平成９年建設省

　告示第1536号）」に基づき、指定された建設機械を使用する。
<1-1.3.9>

<1-1.3.9>

施工中の環境

保全等

引き渡しを要するもの

・アスベスト　　　　　・有　　・無
　 受入施設名 秋田県環境保全センター（大仙市協和上淀川）、　　ｋｍ

　基づき、指定された排出ガス対策型建設機械を使用する。

<1-1.3.7>

特定建設資材廃棄物の発生材の処理

特定建設資材廃棄物以外の発生材の処理

コンクリート塊

アスファルト塊

建 設 発 生 木 材

　特別管理産業廃棄物（　　　　　　　）

<1-1.9.1>

現場再利用発生材（　　　　　　　）

交通安全管理

　なお、ＰＣＢを含有する機器は、当該部分を取り外し、漏洩の恐れ

　基づき施設管理者に引き渡すこと。
　のない安全な容器に収め、所定の表示を行い、監督職員の指示に

金属類

7

8

9
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２　工事場所

３　敷地面積

４　構造規模

延べ床面積

建 築 面 積

階　　　数

構　　　造

棟　名　称

（　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　）

垂直積雪量：（　　　　）ｍ

地表面粗度区分　・ Ⅰ　　・ Ⅱ　　・ Ⅲ　　・ Ⅳ

風速（Ｖｏ）：（　　　　）ｍ/ｓ

５　建物用途    建築基準法による用途

６　消防法施行令別表第１の区分　

Ⅰ　工事概要

・Ⅱ　工事種目 ( 　印適用)

幹 線 設 備 誘 導 支 援 設 備

医 療 関 係 設 備

工 事 種 目 摘 要

拡 声 設 備

電 灯 設 備

動 力 設 備

受 変 電 設 備

発 電 設 備

電 力 貯 蔵 設 備

構内情報通信網設備

構 内 交 換 設 備

情 報 表 示 設 備

映 像 ・ 音 響 設 備

摘 要工 事 種 目

雷 保 護 設 備

中 央 監 視 制 御 設 備

自 動 火 災 報 知 設 備

防犯・入退室管理設備

監 視 カ メ ラ 設 備

テレビ電波障害防除設備

テレビ共同受信設備

Ⅲ　電気設備改修工事仕様

適用基準等

(CORINS)への登録

2 <1-1.1.4>

１　工 事 名

電 気 設 備 改 修 工 事 特 記 仕 様 書

４
１　図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監

　　仕様書という。)、「公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）（令和　年版）」、

・

２　特記仕様書の適用等
　（１）項目は、番号に○印の付いたものを適用する。
　（２）特記事項は、○印の付いたものを適用する。○印の付かない場合は、※印のついたも

　　　　のを適用する。

　（３）特記事項に記載の（　）内表示番号は標準仕様書、＜　＞内表示番号は改修標準仕様
　　　　書の当該項目、当該図面又は当該表を示す。

　　（以下、標準仕様書という。）、「公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）

　　修「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）（令和　年版）」(以下、改修標準

○

・

　　　　・印と※印が付いた場合は共に適用する。

公共建築工事標準仕様書に基づく電気設備工事の施工管理（施工計画書

　監修）

工事実績情報ｼｽﾃﾑ 登録する

　（令和　年版）」（以下、標準図という。)による。

４

４

撤 去 工 事

　作成要領）（一般社団法人公共建築協会）（令和5年版）

秋田県電気設備工事監督実施要領（秋田県建設交通部監修）（平成16年版）

営繕工事写真撮影要領（令和5年版）（国土交通省大臣官房官庁営繕部

　

　

　

共

工

事

通

2

(令和７年改訂版)

3 建設ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟ

活用
ｼｽﾃﾑ(CCUS)の

※ 受注者は、本工事において建設キャリアアップシステム(以下「CCUS」)

   を活用し、「秋田県建設キャリアアップシステム活用に関する実施要
   綱」及び「秋田県建設キャリアアップシステムに関する営繕課運用」
   に基づいて実施するものとする。

工事の余裕期間

適用する場合は別に定める「余裕期間に係る特記事項」によること。

技術者の専任 ※契約締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、

　資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの間）については、
　主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、現場施工に
　着手する日については、契約締結後、監督職員と打合わせにおいて定める。

・契約締結後、 年 月 日までの期間については、主任技術者又は
　監理技術者の工事現場への専任を要しない。
※工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した

　場合を除く）、事務手続、後片付け等のみが残っている期間については、主任
　技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、検査が終了した日は、

週休２日制工事
の対象

・ 発注者指定方式  ・ 任意着手方式

　完成検査確認通知書の日付けとする。

※ 本工事はCCUS活用にかかる費用として、共通仮設費にカードリーダー

   量で計上している。
   設置費用及び現場利用料（カードタッチ費用）を以下のとおり当初数

   工期（　）ヶ月　×　1,000円(税抜)／月　＝（　　　）円(税抜)

4

5

6 本工事は、「秋田県週休２日制工事実施要綱」及び「秋田県週休２日制工事に関
する営繕課運用」に基づいて実施する。

※ 完全週休２日（土日）工事

・ 月単位の週休２日工事

防止について

・　本工事と近接する架空線等上空施設は以下のとおりである。

・　架空線等上空施設が工事現場内等にある場合は、「地下埋設物・架
　　空線等上空施設の損傷防止マニュアル（営繕工事）（令和７年２月）
　　秋田県建設部営繕課」により、公衆災害等の事故防止対策を実施す

　　るものとする。

室 名 使用部位 詳細（厚さ等） その他

施設の損傷事故
架空線等上空

飛散性アスベストの使用状況

 　おいて、支出実態のわかる資料により、設計変更の対象とする。

　 なお、設計変更数量の上限は、男女別で各１基ずつ２基/工事までとする。

　 　監督職員と協議の上、規格、基数等の詳細について決定することとし、精算変更時に

　 積算上限額を超える費用については、別途計上は行わない。

(1)設置に要する費用は、当初は計上していない。快適トイレ導入対象

法定外の労災
保険

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

　 また、運搬費は共通仮設費(率)に含むものとし、２基より多く設置する場合や、

(2)受注者は、快適トイレの設置にあたっては、「快適トイレ実施要領」に基づき、

工事着手日から引き渡しまでの保安業務費　 ※本工事　　 ・別途
受電から引き渡しまでの電気料金　　　　　 ※本工事　　 ・別途電気料金等

環境への配慮 受注者は監督職員と協議を行い、県の定める環境方針を具体的に公共事業に反映
させるよう努めなければならない。

工事中、完成時ともカラー写真とする。

規 格 提出部数分 類

着 工 前

工 事 中

完 成 時

部

営繕年報用 部

　完成図書
その他

　※完成検査後に次の完成図等を速やかに提出する。 <1-1.11.1～.3>

(2）完成図及び施工図（原寸）二つ折りに製本したもの
(3）完成図及び施工図Ａ３版縮小図を二つ折りしたもの
(4）保全に関する資料

(6）その他監督職員が指示したもの

※　カギ等の表札札は樹脂製（市販品）とする

　受注者は、次により電子納品を行うものとする。

　ただし、監督職員の承諾があった場合はこの限りではない。
(1)　完成図等の取扱は、「官庁営繕事業に係わる電子納品運用ガイド

　工事写真

(1）完成図書（提出様式は監督職員の指示による）

　（以下、「要領等」という。）による。
　　「要領等」で特に記載のない項目については、原則として電子データ

　を提出する義務はないが、「要領等」の解釈に疑義がある場合は
　監督職員と協議の上、電子化の是非を決定するものとする。
(2)　電子データは、「要領等」に示されたファイルフォーマットに

　基づいて作成すること。
(3)　設計監理業務として行う営繕年報作成のため、工事諸元情報の
　提供に協力すること。

　（調査方法・図示・　　）　      （調査方法・図示・　　）
　（調査範囲・図示・　　）　      （調査範囲・図示・　　）

　（調査項目・図示・　　）　      （調査項目・図示・　　）
　　・施工計画調査　　　　　　　　　・事前調査

<1-1.5.1～.2>　　※改修標準仕様書による　施工調査

特定石綿等（アスベスト）の存在が想定される建築物の改修にあって

策の一層の推進を図ること。
解体等の作業における石綿ばく露防止対策を実施し、健康障害の予防対

石綿作業主任者

　受けた材料
④　建築基準法施行令第20条の7第3項の規定により国土交通大臣の認定を

　発散建築材料

　受けた材料

②　建築基準法施行令第20条の7第4項の規定により国土交通大臣の認定を
　ホルムアルデヒド発散建築材料以外の材料

「規制対象外」とは次の①又は②に該当する材料を指し、同区分

　設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分において、

契約不適合点検

(5）電子納品対象工事にあっては電子媒体

　電子納品等

電子媒体に格納するもの

４　官公署届出書類
５　工事概要ファイル

契約事項による契約不適合責任期間満了前に契約不適合点検を
行うので受注者は立ち会うこと。

「第三種」とは次の③又④に該当する材料を指す。

①　建築基準法施行令第20条の7第1項に定める第一種、第二種及び第三種

③　建築基準法施行令第20条の7第1項に定める第三種ホルムアルデヒド

配置する

は労働安全衛生法、同施行令及び石綿障害予防規則に従い、建築物等の

・サービス版

・キャビネ版

　サービス版

　サービス版

　キャビネ版

撮 影 箇 所

工事写真の撮り方建築編

工事写真の撮り方建築編

工事写真の撮り方建築編

同 上

外部１枚、内部１枚

この表のほか監督職員が必要と認め、指示した箇所及び部数。また、上
記写真はデジタル写真も可とし、その仕様等は監督職員の指示による。

※　附属品、予備品、保守工具等は引継目録を添えて提出する

１　完成図　（　ＣＡＤ　　ＰＤＦ）

３　完成写真（主要な機器等の外観写真10枚程度）

　ライン（営繕工事編）、営繕工事電子納品要領【令和4年改定】及び
　　「官庁営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン等の秋田県運用」

２　監督職員が指示した図面等

６　各種工事関係資料

１部

１部

１部

電子媒体（監督職員提出用）　　（　　　１　部　）

　しないか、発散が極めて少ない材料を使用したものとする。

　什器類は、ホルムアルデヒド、アセドアルデヒド及びスチレンを発散
(4)　(1)の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の

　されてない材料を使用する。
　エチルヘキシル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く。）が添加
(3)　接着剤は、可塑剤（フタル酸ジ－ｎ－ブチル及びフタル酸ジ－2－

　が少ない材料を使用する。
(2)　接着剤及び塗料はトルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量

　材料を使用する。
　設計図書等に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じた

　アルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少ない材料で
　接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上げ塗材は、アセト
   MDF、パーティクルボード、その他木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、

(1)　合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、
<1-1.4.1>

　ものとする。
　使用するものとし、同等品を使用する場合は監督職員の承諾を受ける

性能を有すると共に、次の(1)から(4)まで満たすものとする。
建物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び

　なお、(5)の材料を使用する場合は、ア～エの証明となる資料を
　監督職員に提出して承諾を受けるものとする。

　エ　販売、保守等の営業体制が整えられていること。
　ウ　製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。
　イ　法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。

　ア　品質及び性能に関する試験データが整備されていること。
(5) 上記以外のもので以下のア～エの事項を満たすもの

化学物質を放散
する建築材料等

　また、参考型番が図示された機材は、当該商品または同等品を

その他詳細（厚さ等）使用部位室 名

非飛散性アスベスト成形板の使用状況

その他詳細（厚さ等）使用部位室 名

　　次に該当する場所は、指定する場所に処分すること。
　　＜対象となる石膏ボード製品＞
　　　小名浜吉野石膏(株)いわき工場

　　　　昭和４８年～平成９年４月に製造されたもの
　　　日東石膏ボード(株)八戸工場
　　　　平成４年１０月～平成９年４月に製造されたもの

　　指定する処分場所
　 　 秋田県環境保全センター（大仙市協和上淀川）、　　ｋｍ
　　　関連通知：平成９年７月１日営－576「廃石膏ボードの処理に

　　　ついて（通知）」

　本工事では、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、

<1-1.3.9>

対象となる石膏ボード製品　　　　　　・該当　　・非該当

　※適用する　　　　　・適用しない

　アスファルト混合物等で次表の建設資材を工事現場に搬入する場合には、

搬入する建設資材

建設副産物情報交換システム(コブリス･プラス)の利用

　「再生資源利用計画書」を建設副産物情報交換システム(コブリス･プラス)により

　作成し、施工計画書に含めて監督職員に提出する。また、「再生資源利用計画書」

　い場所に掲示する。
　作成後、速やかに監督職員へ提出し、その内容を説明のうえ、工事現場の見えやす

　により速やかに搬入元に受領書を交付するものとする。　　　　　　　<1-1．3．9>
　所定の様式（秋田県技術管理課ＨＰ「建設発生土の適正利用について：土砂受領書）
　加えて、建設発生土を「再生資源利用計画」に記載した搬入元から搬入したときは、

　次の各号の一に該当する建設資材を搬入する工事
　　１　体積が500m3以上である土砂

　　２　重量が500t以上である砕石
　　３　重量が200t以上である加熱アスファルト混合物
　　４　重量が50t以上であるコンクリート

　　５　重量が50t以上であるコンクリート及び鉄から成る建設資材
　　６　重量が10t以上である木材
　　７　重量が0.1t以上である塩化ビニール管・継手

　　８　重量が0.1t以上である石膏ボード

　建設発生木材、建設汚泥または建設混合廃棄物等で次表の建設発生材を工事現場
　から搬出する場合には、「再生資源利用促進計画書」を建設副産物情報交換システム

　本工事では、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、

搬出する建設資材

　(コブリス･プラス)により作成し、施工計画書に含めて監督職員に提出する。
　また、その内容を説明のうえ、工事現場の見えやすい場所へ掲示する。
　加えて、建設発生土を搬出する工事において「再生資源利用促進計画」を作成する

　場合は、以下の各項目に関しても実施するものとする。
 (1)500m3以上の建設発生土を搬出する工事においては、「土壌汚染対策法の手続き状
    況」及び「建設発生土の搬出先における盛土規制法などの各種法令に関する許可

    状況等」を事前に確認し、その結果を「再生資源利用促進計画」の添付資料とし

新品とする。また、石綿を含有しないものとする。

(3) 秋田県認定リサイクル製品

(2) エコマーク認定製品（(公財)　日本環境協会）

(1) JIS及びJASマーク等の認証機関のマーク表示のある機材

<1-1.4.2>
書に定める品質及び性能を有するものとし、以下のいずれかに該当する

本工事に使用する機器及び材料（以下「機材」という。）は、設計図

選定

機器及び材料の

<1-1.3.3>施工条件

※既存施設の主任技術者　　　　　　　・その他(         )電気主任技術者

<1-1.3.2>電気保安技術者 配置する

図示による
工事中停止させない設備　　（　　　　　　　　　　　　　　　）

受注者希望型 
(1)本工事は、秋田県女性技術者活躍モデル工事（受注者希望型）であるため、女
   性技術者登用を希望する場合、発注者と協議を行い、実施について発注者が認

   めて指示した場合は、本工事をモデル工事として扱うものとする。 
(2)モデル工事の実施については、「秋田県女性技術者活躍モデル工事実施要綱」
   に基づいて実施するものとする。 

(3)快適トイレの設置に要する費用は、「快適トイレ実施要領」に基づき設計変更
   の対象とする。 
(4)女性が現場で働くための環境改善に資する施設等に要した費用については、

   それを証明できる書類の写し（実際の取引伝票等）を監督職員に提出するもの
   とし、その費用については設計変更の対象とする。 

(4) 建築材料・設備機材等品質性能評価事業設備機材等評価名簿(最新年

発注者指定型 

　 に基づいて実施するものとする。 

(2)快適トイレ(女性専用)の設置に要する費用は、共通仮設費に計上しているが、
   「快適トイレ実施要領」に基づき、設計変更の対象とする。 
(3)女性が現場で働くための環境改善に資する施設等に要した費用については、

概成工期 <1-1.2.1>

デル工事の対象 

<1-1.3.9>

　速やかに実施状況を記録した「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施

　書」を監督職員へ提出する。

　建設廃棄物については、秋田県産業廃棄物税が課税されるので
　適正に処理すること。

　再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了後

　本工事で発生する建設廃棄物のうち、県内の最終処分場に搬入する

工事期限より（　　）日前

女性技術者活躍モ
(1)モデル工事の実施については、「秋田県女性技術者活躍モデル工事実施要綱」

   とし、その費用については設計変更の対象とする。 
    それを証明できる書類の写し（実際の取引伝票等）を監督職員に提出するもの

「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を作成した工事

産業廃棄物税

　　１　体積が500m3以上である建設発生土

　次の各号の一に該当する建設発生材を搬出する工事

　　２　コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊または
　　　　建設発生木材であって、これらの重量の合計が200t以上であるもの

　　３　重量が0.3t以上である建設汚泥
　　４　重量が0.3t以上である建設混合廃棄物
　　５　重量が0.1t以上である金属くず

　　６　重量が0.1t以上である廃塩化ビニール管・継手
　　７　重量が0.1t以上である廃プラスチック
　　８　重量が0.1t以上である紙くず

　　９　重量が0.1t以上である廃石膏ボード
　　10　重量が0.1t以上である石綿

<1-1.3.9>

　　より通知しなければならない。なお、内容に変更があった場合も同様とする。
　　県技術管理課ＨＰ「建設発生土の適正利用について:土砂搬出に関する通知書)に
　　し、搬出先の名称・所在地及び搬出量並びに(1)に関する内容を所定の様式(秋田

 (2)500m3以上の建設発生土を搬出する工事においては、建設発生土を運搬する者に対

　　の写しを工事完成後5年間保存するものとする。

　　受領書の交付を求め、搬出先が計画と一致することを確認するとともに、受領書
　　理課ＨＰ「建設発生土の適正利用について:土砂受領書)により速やかに搬出先に
 (3)建設発生土を計画に記載した搬出先へ搬出したときは、所定の様式(秋田県技術管

　  版)((一社)公共建築協会)(以下「評価名簿」という)に記載製品

    監督職員に提出し、その内容を説明のうえ、工事現場の見えやすい場所へ掲示し

    なければならない。確認結果表作成に当たっての解説及び様式については、秋田
    県技術管理課ＨＰ「建設発生土の適正利用について」によるものとする。

誘導灯設備、非常放送設備、非常コンセント設備等

Ⅶ　官公署届け出書類

Ⅵ　照明器具表

電力関係
工事計画届け

使用前検査申請
電気使用、変更申し込み

消防関係
消防設備等着工届け－－－－自動火災報知設備

消防用設備等設置届け－－－自動火災報知設備、ガス漏れ火災報知設備、非常警報設備

設置届け－－－－－－－－－発電設備、変電設備、蓄電池設備

４公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）（令和　年版）によるほか図面特記による

10

11

28

27

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

(18)
<2-2.16.4～5>

　Ｘ線検査　　※行わない　　　・行う

既存コンクリート床，壁などの配管貫通部の穴あけは，原則として(21) はつり

　 　　 ※紙スリーブ　　　　・鉄板スリーブ

　　２　上記を除く箇所のスリーブ
　 　　 ※つば付き鋼管製　　・亜鉛鉄板製
　　１　水密を要する梁、床、壁のスリーブスリーブ材(20)

(19) ケーブル配線工事において壁体内及び立ち上がり,立ち下がり部

取外し再使用機器は絶縁抵抗測定のうえ,清掃後取り付ける。再使用機器

ケーブル保護
は電線管保護のこと。

機器撤去後の天井、壁、床等の補修は既存仕上げと同等とする。撤去後の補修

　(1)　結線図等の縮小図を添付する。（扉裏面にカードケース貼付）

　(2)　接地用端子を取り付ける（図面特記による）

各盤には標準仕様書記載の他に下記の表示を行う。

ＬＥＤ照明器具

各

設

備

3

屋外灯4

5

6

照度測定試験

総合調整

一般照明の照度測定　　・行わない　　※行う
　測定方法はJIS C 7612 「照度測定方法」による。

各機器の個別運転後に下記の総合調整を行う。
　・照明装置　　　・受変電設備　　　　　　・発電設備

(2-1.4.2)

３　地中配管等からの防湿処理
　　　　　※施す　　　　・施さない

　　　※設ける　　　　・設けない

1

2

盤類の表示他

予備配管

(2-1.12.8)

　これにより難い場合は監督職員と協議による。

3

車椅子
多 目 的 ﾄｲﾚ

形

形

　中　心

300

300

車椅子

車椅子

天井高×０．９
天井高×０．９

制御用スイッチ

車椅子

車椅子

～2,000

Ⅴ　機器取付高さ

Ⅳ　配線図記号

2,300　　　　〃
　　　〃　　　(　　　　　)

壁 掛 　 ス ピ ー カ

壁掛　親時計

台　上　～　

  　　〃　　　　(　　　用)

呼出し表示灯  (　　　用)

　　　〃　　　(　　　玄関)

　　〃    (　　　用)

スイッチ  (　　　用)

1,800

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

400

1,200

テ レ ビ 端 子 ( 一    般 )
　 　 　 〃 　 　 （ 和 　 　 室 )

テ
レ
ビ

床　上　～　上　端都市ガス用検知器　（重質）
150都市ガス用検知器　（軽質）

床　上　～　上　端ガス検知器　　（ＬＰＧ）
800 ～ 1,500　　　　〃機器収容箱
800 ～ 1,500床　上　～　操作部受信機・副受信機防

災

機

器

200　　　　〃
300床　上　～　中　心
200機器収容箱

200　　　　〃　　　〃　　　　(和　　室)
300　　　　〃壁付アウトレット(一　　般)

1,100　　　　〃
床　上　～　中　心壁付インターホン(一　　般)

900　　　　〃
1,100　　　　〃

　　　　〃壁付押しボタン(一　  　般）
2,700　　　　〃ベ ル ・ ブ ザ ー ・ チ ャ イ ム
1,500床　上　～　中　心表 示 盤

誘

導

支

援

機

器

　　　　〃壁付アッテネータ
　　　　〃

壁 付 子 時 計
1,500

200　　　　〃　　　(和  室)
300床　上　～　中　心壁付アウトレット(一　般)
300床　上　～　下　端端子盤（廊下、室内）電

話

　　　　〃
1,500　　　　〃開 閉 器 箱
1,500床　上　～　中　心動

力

1,500床　上　～　中　心
150鏡上端　～　中　心

　　　　〃
2,100 ～ 2,700床　上　～　中　心ブラケット(一　　般)

350 ～  400　　　　〃
500 ～ 1,000　　　　〃　　〃    (機 械 室)

　　　　〃　　〃　　(車　　庫)
800 ～ 1,000床　上　～　中　心　　〃　　(厨　　房)

150　　〃　　(台　　上)
200　　　　〃　　〃　　(和　　室)

床　上　～　中　心コンセント(一　　般)
1,200　　　　〃　　〃　  (和　　室)

　　　　〃　　〃    (一    般)
電

灯

1,100～1,200　　　　〃
1,500床　上　～　中　心分電盤

地　上　～　窓中心取引用計器共
通

取付け高さ　(ｍｍ)名 称

(22)

１　点灯方式：　※ 自動点滅器＋タイマー　　　 ・自動点滅器

２　ポール内開閉器（配線用遮断器又はカットアウトＳＷ）

場合は３本を天井裏まで配管する。

分電盤内予備回路が４ヶ以下の場合電線管２５mm ２本､５ヶ以上の

　配線用図記号は、標準図及びJIS Ｃ  0303による他図面特記による。

<1-2.10.1>

ダイヤモンドカッターによる。

(2-1.7.8)

制御装置記号が特記されないものは「一般形(ＬＮ)」とする。

<2-2.19.2>

<2-2.19.2>

機器取付高さは下表を標準とする。ただし、これによりがたい場合は監督職員との協議による。

測 点

　　〃　　(踊 　 場) 2,500
　　〃　　(鏡　　上)
表　示　灯(車椅子用)

壁掛形制御盤

　　　　〃

　　　　〃

時
刻
拡
声

床　上　～　中　心

天　井　～　上　端

天　井　～　上　端

施工後確認試験は、「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)

鋼製とする。床板で保温材打ち込み部分は,断熱材用インサート（亜鉛

<1-2.12.3>

　　　　　　　　　　　　施工後確認試験　※行う　　　　・行わない

　　　　　　　　　　　　※金属拡張系アンカー（※本体打込み式）

<1-2.12.2>

メッキ製品）を使用する。

箇所に取り付ける位置ボックス等は保温,結露防止処理を行う。

　２　試験等　　　　　　性能確認試験　　※行わない　　・行う

　１　あと施工アンカー　※接着系アンカー（接着剤は有機系とする）

事前に打ち合わせること。

あと施工ｱﾝｶｰ

既設ｲﾝｻｰﾄ及び
　　ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ

(15)

(16)

(17)

　　　※使用しない　　　　・使用する

(令和4年版)」８章１２節７項による。

冷暖房機器附属の制御盤に対する起動停止命令、インターロック
及び状態表示などの配線、電動機容量については機械設備工事施工者と

外部に面する壁, 天井建築工事でＰＦ板 (ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ等)打ち込み

インサート等

<1-2.12.1>

２

１

保温.結露防止(14)

●

●

●

●

●

●

●

●

消火水槽用マンホール

床点検口,天井点検口

自立型アンテナの基礎

自立制御盤の基礎

機械室,電気室の設備ピット(蓋を含む)

機械室,電気室の設備機器の基礎

●●吊りボルト用インサート

●●軽量鉄骨壁の機器取付用の補強

●二次側配管

二次側配線,操作ｽｲｯﾁ自動扉

閉鎖装置電動ｼｬｯﾀｰ

　　注）複数箇所に●印のあるものは、各工事に適用する。

盤等の塗装色は特記なき場合製造者標準色とする。

使用する。

<1-2.7.1>

設備機器の固定は「建築設備耐震設計・施工指針

(13)

(12)

(11)

Ｚ

行政法人建築研究所監修）」

２０１４年版（独立

他工事との

耐震施工

配管等の塗装

合成樹脂

　ロ）地域係数

による。

　　　※特定の施設　　・一般の施設

　　　※１．０　　　　　  ・その他（　　　　）

　イ）耐震安全性の分類

(2-1.2.2)

金属管の塗装箇所は図面特記による。

　特記なき場合は下記による。(●印適用)

　 可とう管

●

●天井埋込型機具類下地

●壁埋込型機器類

●

　　調整

●●墨 出

補 強

切 込

●●仮 枠

補 強

●●スリーブ

補 強梁,床,壁貫通部

建築機械電気種別 区分

(10)

(3)埋設帯及び

(2)接地極 特記なき接地極仕様は下記による。　

記 号 接地抵抗 接 地 極 仕 様

10Ω以下 ※接地銅板 ・接地棒

※接地銅板 ・接地棒

10Ω以下 ※接地銅板 ・接地棒

※接地銅板 ・接地棒

10Ω以下 ※接地銅板 ・接地棒

通信共）

雷保護用接地

共同接地

共同接地

EA

EB

EC

ED

ELA

EADLH

EACD

10Ω以下

10Ω以下

Ω以下

100Ω以下

※接地銅板 ・接地棒

※接地棒

(4)プレート ※金属製（ｽﾃﾝﾚｽ，新金属を含む）　　　 ・樹脂製

(5)プレートの

10Ω以下 ※接地銅板 ・接地棒

※接地銅板 ・接地棒10Ω以下

構内交換機（陽極用）

本配線盤の保安装置

電話引込口の保安器

Et

EAt

EDt 100Ω以下 ・接地銅板 ※接地棒

10Ω以下 ※接地銅板 ・接地棒

※接地銅板 ・接地棒10Ω以下

拡声用増幅器

防犯装置用

測定用

避雷器用（低圧用）

避雷器用（高圧用）

ES

EO

ELH

EMD

100Ω以下

Ω以下

100Ω以下

・接地銅板 ※接地棒

・接地銅板 ※接地棒

・接地銅板 ※接地棒

・接地銅板 ※接地棒

EDα

ELL

避雷器用（モデム用）

Ａ種接地

Ｂ種接地

Ｃ種接地

Ｄ種接地 ・接地銅板

500Ω以下EEL

ELTアンテナ保安器

漏電遮断器回路 ※接地棒・接地銅板

・接地銅板 ※接地棒100Ω以下

埋設配管配線路には, 埋設表示用テープ(ビニル製折り返し付)

　 用途表示

ハンドホール内の用途別のケーブルマークの色別は次による。(6)ケーブルマーク

　 の取り付け

黒だいだい火 報

黒黄通 信

白青動 力

黒白低 圧

高 圧 黒赤

文 字 色用 途 地 色

(1)呼線の挿入
縁電線１．６mm以上とする。
本工事で通線しない新設管路には呼線を挿入する。 線種はEM-IE絶

電気工事3

<2-2.2.9>

（用途、電圧種別等の表示をする。）

接 地 の 種 別

　 埋設標柱

器具を実装しないものについては用途を示す略標を付ける。

<2-2.13.4>

及び埋設標柱（舗装部分は埋設ピンとする)を敷設する。(高低圧,

<2-2.13.6>
<2-2.2.10>

(7)盤名称などの

　 表示

各盤には上部に名称，下部に盤記号のネームプレートを取り付ける。

プレートは樹脂製（文字彫刻）とする。ドア裏面又は保護盤表面の
受注者銘板には、標準仕様書に記載されている内容を明記する。
プルボックスには用途を示す略標をつける。

(2-1.7.6)
(2-1.12.8)

(8)標準色

電線・ケーブル(9) 「ＥＭ－○○」の記載がなくとも、ＥＭ電線、ＥＭケーブルを

合成樹脂可とう管はＰＦ管（一重管）とし温度による分類はタイプ－25
とする。また、 合成樹脂可とう管に使用する位置ボックスは、原
則として樹脂製とする

(2-2.1.13)

(4)工事表示板の

　 設置

監督職員が指定する箇所に一箇所設置する。

表示時期は工事着工時から完成時までとする。
表示板の形式

建 築 工 事 の 表 示

工 事 名 称

構造・規模

工 事 期 間

建 築 主

設 計 者

工事施工者

工事監督者

工事監理者

令和 　年 　月 　日 ～ 令和 　年 　月 　日

（ 外 注 委 託 の 場 合 に 記 入 ）

秋 田県建設部営 繕課又は秋田 県〇〇地域 振興局建設部

　　3　建築主は、契約担当者名とすること。

　　2　地色はﾏﾝｾﾙ記号1GY7.5/8とし黒文字(角ゴシック)で表現する。

　　4　表示板の大きさ

　注1　表示板は、風圧に耐えるように配慮すること。

　　※　１　号　（横　１８０ｃｍ　×　縦　　９０ｃｍ）

　　・　２　号　（横　２４０ｃｍ　×　縦　１２０ｃｍ）
　　・　３　号　（横　３６０ｃｍ　×　縦　１８０ｃｍ）
　　・　その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　)

　建設業許可標識等に貼り付けること。
　建設リサイクル法遵守指導としての「届出（通知）済シール」を

土工事
1 本工事の掘削,埋戻しは次による。(1)掘削及び埋戻し

2

<1-2.3.1>

している。　 処理
(2)建築発生土の

・構内指定箇所へたい積する　　指定箇所　（　　　　　　　　　　）
※構内指定箇所へ敷きならす　　指定箇所　（　　　　　　　　　　）

    　掘削　：　　 ※機械堀り　　 ・手堀り

　　　埋戻し：　　　 山　砂　　　 ・根切り土(良質土を使用)

本工事より発生する建設発生土は、次の場所に搬出するものと想定

工事発注後に明らかになった事情て、予定した条件により難い場合は
、別途協議する。
・構内指示の場所へ搬出　　　　搬出先　距離（　　　　　　　　㎞）

1
(1)工事用水及び

仮設工事

　 電力
工事用水　　構内既存の施設　・利用できる（※有償　・無償）
　　　　　　　　　　　　　　・利用できない

工事用電力　構内既存の施設　・利用できる（※有償　・無償）
　　　　　　　　　　　　　　・利用できない

<1-2.2.4>

(2)足場等 ・内部足場　　・脚立、足場板等　　・その他（　　　　　　）
・外部足場　　・Ａ種　・Ｂ種　・Ｃ種　・Ｄ種
　足場を設ける場合、改修標準仕様書によるほか、設置においては、

(2)手すり据置方式又は(3) 手すり先行専用足場方式により行うこと。
・防護シート　　・設置する　　　・設置しない

<1-2.2.2>
(3)既設部分の養生 ・行う　　　養生範囲（　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　養生方法（　　　　　　　　　　　　）

・行わない
<1-1.7.2>

「手すり先行工法による足場の組み立て等に関する基準」における2の

29 情報共有ｼｽﾃﾑ

※令和 8年 2月 1日以降適用

秋田公立美術大学 図書館エレベーター設置工事

秋田公立美術大学 図書館エレベーター設置工事（電気設備工事）

秋田県秋田市新屋大川町　地内

図書館棟

２階建

ランプ類

環境保全ｾﾝﾀｰ　大仙市協和上淀川雨池沢　23km

豊興産㈱　　　秋田市新屋鳥木町　1.5km
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　　電灯電源として、配線を行う。

　　エレベーターの電灯回路とする。既設床埋込スポット

　　ライトの撤去、切り離しは本工事とする。

３．エレベーターの点検作業用コンセントは既設予備回路(2)

　　より専用回路として配線を行う。

４．エレベーターの設置箇所の壁面のコンセントは既設壁面

　　のコンセント４箇所の撤去後、新しい改修壁面に新しく

　　設置されるので、既設配線の電源側は十分に注意し撤去

　　を行うこととする。

既設電灯盤 １Ｌ－Ｂ の２次側電源工事について

Ｓ－ＥＶ－１

エレベーター
動力
3.5kW

ELCB
3P 50/20

3φ3W
200V

EM-CE 8□-3C,IE2.0         ELV動力
　　　　　　　　　　　　　           (樹脂ﾓｰﾙ60型)
EM-CE 5.5□-3C(うち1Cｱｰｽ)  ELV電灯既設天井点検口

＜特記事項＞
小 畑 設 計 事 務 所株 式 会 社

秋田市山王三丁目1-7 東ｶﾝﾋﾞﾙ　    TEL018-863-0136

図 面 番 号縮 尺設計年月日工 事 名 称

図 面 名 称
管理建築士　一級建築士大臣登録　第 125961 号　　小林 昌則

秋田公立美術大学 図書館エレベーター設置工事

一級建築士事務所　　秋田県知事登録　第 24-10A-0887 号
2026.3

(A1)1/100

(A3)1/200

(今回工事)

エレベーター動力　　EM-CE 8□-3C,IE2.0        (PF28)

１ 階 平 面 図　　　　Ｓ＝１／１００ ２階部分平面図　　　　Ｓ＝１／１００

既設動力盤　１Ｐ－Ｂ

既設電灯盤　１Ｌ－Ｂ

既設空調盤

新設エレベーター用動力盤
Ｓ－ＥＶ－１

EM-CE 8□-3C,IE2.0        (PF28) ELV動力
天井点検口(ｱﾙﾐ枠)
450×450(今回工事)
×2箇所

ELV電灯 EM-CE 5.5□-3C(うち1Cｱｰｽ) (ﾗｯｸ上)
ELV動力 EM-CE 8□-3C,IE2.0        (ﾗｯｸ上)

壁貫通口穴明補修 75φ×200mm

１．既設電灯盤の予備回路(1)より、今回新設エレベーターの

２．既設電灯盤の床埋込スポットライト回路を切り離し、

　既設電灯盤 １Ｌ－Ｂ より EM-CE 5.5□-3C(うち1Cｱｰｽ) の配線を行う。

　既設動力盤 １Ｐ－Ｂ より EM-CE 8□-3C,IE2.0(ｱｰｽ)   の配線を行う。

・エレベーターの新設に伴い、

・既設ケーブルラックのあるルートはラック上を配線し、ラックの無い

・ホール１階吹抜部分はコア抜き後、樹脂モールダクト60型内の配線とし、

　強電と弱電とに分けて配管配線とする。

　天井内は保護管PF28、PF22配線とする。

EM-CE 5.5□-3C(うち1Cｱｰｽ) (PF22) ELV電灯

エレベーター電灯　　EM-CE 5.5□-3C(うち1Cｱｰｽ) (PF22)

Ｅ－０２電灯・動力設備(ＥＬＶ電源)　１・２階平面図
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AC室
Ｒハ

ハ Ｒ１Ｌ－Ｂ　　 回路を中止し、盤内にて切り離し、端末処理を行うこと。

＜特記事項＞
小 畑 設 計 事 務 所株 式 会 社

秋田市山王三丁目1-7 東ｶﾝﾋﾞﾙ　    TEL018-863-0136

図 面 番 号縮 尺設計年月日工 事 名 称

図 面 名 称
管理建築士　一級建築士大臣登録　第 125961 号　　小林 昌則

秋田公立美術大学 図書館エレベーター設置工事

一級建築士事務所　　秋田県知事登録　第 24-10A-0887 号
2026.3

(A1)1/100

(A3)1/200

EM-EEF2.0-3C (ころがし)

１ 階 平 面 図　　　　Ｓ＝１／１００

記　　号 配　線　名　称 備　　考

天井ころがし

天井ころがし

天井ころがし

天井ころがし

天井ころがし

既 設 配 線 凡　例

天井ころがし

天井ころがし

ＶＶＦ ２.０－２Ｃ

ＶＶＦ ２.０－３Ｃ　１線アース2.0

2.0

ＩＶ ２.０×２

ＩＶ ２.０×３　　　１線アース

ＶＶＦ １.６－２Ｃ

ＶＶＦ １.６－３Ｃ

ＶＶＦ １.６－３Ｃ　１線アース

ＶＶＦ １.６－２Ｃ＋２Ｃ

ＶＶＦ １.６－２Ｃ＋３Ｃ

ＶＶＦ １.６－３Ｃ＋３Ｃ 天井ころがし

天井ころがし

天井ころがし

※ 特記なき配管・配線は上記による。

　 立下り壁内は(ＰＦ)管保護とする。

２階部分平面図　　　　Ｓ＝１／１００

　但し、撤去品は今後の交換用(備品)器具とするので、清掃の

　上、学校に引渡しとする。

　ボックス等は撤去処分とすること。

　各器具への配線(Fケーブル)は端末処理をし、不要な配管・　

既設天井埋込照明器具110形(下面開放型)　 ×４台

既設天井埋込ダウンライト(小型)　　　　　×８台

【照明器具取外再取付工事】

既設天井埋込照明器具110形(下面開放型)　 ×２台

既設天井埋込ダウンライト(小型)　　　　　×４台

【照明器具撤去工事】

【照明器具撤去工事】

　ボックス等は撤去処分とすること。

　各器具への配線(Fケーブル)は端末処理をし、不要な配管・　

既設床投光器(本体)　　　　　　　　×５台

電灯設備(照明)　１・２階平面図 Ｅ－０３
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AC室

げ、天井を配線する。
分岐し、天井までメタルモールにて立上

埋込コンセント　×2箇所

既設コンセントより EM-EEF2.0-3C にて

2P15A×2.E付

＜特記事項＞
小 畑 設 計 事 務 所株 式 会 社

秋田市山王三丁目1-7 東ｶﾝﾋﾞﾙ　    TEL018-863-0136

図 面 番 号縮 尺設計年月日工 事 名 称

図 面 名 称
管理建築士　一級建築士大臣登録　第 125961 号　　小林 昌則

秋田公立美術大学 図書館エレベーター設置工事

一級建築士事務所　　秋田県知事登録　第 24-10A-0887 号
2026.3

(A1)1/100

(A3)1/200

JB

2E 2E

１ 階 平 面 図　　　　Ｓ＝１／１００

記　　号

天井ころがし

天井ころがし

天井ころがし

天井ころがし

天井ころがし

既 設 配 線 凡　例

天井ころがし

天井ころがし

ＶＶＦ ２.０－２Ｃ

ＶＶＦ ２.０－３Ｃ　１線アース2.0

2.0

ＩＶ ２.０×２

ＩＶ ２.０×３　　　１線アース

ＶＶＦ １.６－２Ｃ

ＶＶＦ １.６－３Ｃ

ＶＶＦ １.６－３Ｃ　１線アース

ＶＶＦ １.６－２Ｃ＋２Ｃ

ＶＶＦ １.６－２Ｃ＋３Ｃ

ＶＶＦ １.６－３Ｃ＋３Ｃ 天井ころがし

天井ころがし

天井ころがし

※ 特記なき配管・配線は上記による。

　 立下り壁内は(ＰＦ)管保護とする。

配　線　名　称 備　　考

２階部分平面図　　　　Ｓ＝１／１００

電灯(コンセント)設備　１・２階平面図 Ｅ－０４

OB OB

凍結防止ﾋｰﾀｰ用コンセント 1φ100V 96W
(GL+1500H)

既設天井下配線 EM-CE 3.5□-3C (G22)(塗装有) (軒天下)
(高さは新設雨水管(機械設備)に合わせる)

E.WP
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AC室
2階のこの位置にある屋内消火設備(機械設

備)の移設に伴い、火災報知設備総合盤の

移設.配線.結線工事は電気設備工事とする。
HP 1.2-2C      ELV放送

ELV放送 HP 1.2-2C (PF16)

EM-EBT 0.65-2P ELV電話
HP 1.2-5P      ELVｲﾝﾀｰﾎﾝ　　　　　　　　　　　　　  (樹脂ﾓｰﾙ60型)

EM-EBT 0.65-2P (PF22) ELV電話
HP 1.2-5P (PF16)      ELVｲﾝﾀｰﾎﾝ
HP 1.2-2C (PF16)      ELV放送

既設感知器へ

既設感知器へ

弱電設備　１・２階平面図

＜特記事項＞
小 畑 設 計 事 務 所株 式 会 社

秋田市山王三丁目1-7 東ｶﾝﾋﾞﾙ　    TEL018-863-0136

図 面 番 号縮 尺設計年月日工 事 名 称

図 面 名 称
管理建築士　一級建築士大臣登録　第 125961 号　　小林 昌則

秋田公立美術大学 図書館エレベーター設置工事

一級建築士事務所　　秋田県知事登録　第 24-10A-0887 号
2026.3

(A1)1/100

(A3)1/200

既設総合盤、屋内消火栓箱内蔵の

既設床埋込配管配線は、

端末処理の上、残置とする。

エレベーターシャフト天井に

煙感知器×１設置。

１ 階 平 面 図　　　　Ｓ＝１／１００

記　　号 配　線　名　称 備　　考

ＨＰ １.２－２Ｃ＋２Ｃ

ＨＰ １.２－２Ｃ

ＨＰ １.２－３Ｃ

（ 放　送 ）

天井ころがし

天井ころがし

（ 防　災 ）

ＨＰ １.２－３Ｃ

天井ころがし

ＡＥ ０.９－２Ｃ

ＡＥ ０.９－４Ｃ

ＨＰ １.２－３Ｃ＋３ＣH

H

C

C

28 (ＰＦ２８)

(ＰＦ２２)

天井ころがし

天井ころがし

天井ころがし

天井ころがし

既 設 配 線 凡　例

（ 電　話 ）　（ ＣＰＵ ）（ 警　備 ）

※ 特記なき配管・配線は上記による。

　 立下り壁内は(ＰＦ)管保護とする。

２階部分平面図　　　　Ｓ＝１／１００

エレベーターの設置に伴う弱電設備工事

１．放送は２階の既設回路に分岐する。

２．電話は１階既設弱電端子盤 Ｃ－１Ｆ－１ まで配線の上、

　　既設電話機回路と接続する。

　　(学校と協議の上決定すること。)

３．インターホン設備は既設端子盤 Ｃ－１Ｆ－１ まで配線

　　の上、既設端子盤の近くに取付けするものとする。

　　(学校と協議の上決定すること。)

移設工事(機械設備)に伴う配線工事

(移設)総合防災盤(機械設備) 

既設TVモニター取外再取付　×1

既設弱電端子盤　Ｃ-１Ｆ-１

インターホン(別途工事)
ボタン電話　(別途工事)

HP 1.2-5P      (PF22) ELVｲﾝﾀｰﾎﾝ
EM-EBT 0.65-2P (PF22) ELV電話

(今回工事)
既設区画貫通処理

Ｅ－０５
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＜特記事項＞
小 畑 設 計 事 務 所株 式 会 社

秋田市山王三丁目1-7 東ｶﾝﾋﾞﾙ　    TEL018-863-0136

図 面 番 号縮 尺設計年月日工 事 名 称

図 面 名 称
管理建築士　一級建築士大臣登録　第 125961 号　　小林 昌則

秋田公立美術大学 図書館エレベーター設置工事

一級建築士事務所　　秋田県知事登録　第 24-10A-0887 号 (A1)1/40

(A3)1/80

X

X

 50VS既設消火管50A 

既設消火管50A接続　

　50SGP

X

　50SGP

既設屋内消火栓箱(埋込)1号移設･消火管接続　

(土間配管)

X

　50SGP 　100SGP

　既設雨水桝へ接続

　既設インターロッキングブロック取外し再取付け

RD

壁はつり補修　

ほあんかん SG-100 

既設雨水管100A接続　
(1FL+3,000H)

　100SGP(屋外露出)

※1.新設雨水管は保温を施す｡

　　屋外露出部：GW+SUSラッキング
　　隠蔽部　　：GW+ALGC

SAダクト 250φ　　

SAダクト 350×350　

　SAダクト
　200φ

　吹出口 PC #15

※1.ハッチング部のダクト類を撤去処分する｡

　既設SAダクト 450×350既設SAダクトへ接続　

　既設SAダクトへ接続

　既設SA 250×300

閉塞処理 450×350　

　閉塞処理 250φ

　閉塞処理 350×350

　グラスダクト300φ

　既設エアカーテン取外し再取付け

Ｍ－０１

　100VP

2026.3機械設備工事　平面詳細図（改修後）
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